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北

宋

時

代

の

盛

時

に

於

け

る

監
嘗
官
の
配
置
朕
態
に

序

唐
の
中
葉
よ
り
開
始
さ
れ
た
茶

・
盟

・
酒
麹

・
磐

・
商
視
な
ど
の

権
法
は
、
北
宋
の
州
賂
制
に
基
づ
く
中
央
集
樺
瞳
制
の
確
立
と
関
連

し
て
、
史
上
稀
な
整
備
を
見
た
。
例
え
ば
、
商
税
制
度
だ
け
に
つ
い

て
も
、
「
一

州

一
徴
」
の
よ
う
な
制
御
さ
れ
た
徴
収
制
度
の
存
在
を

見
る
の
は
‘
中
央
集
植
下
の
権
法
の
整
備
を
一示
す
の
に
充
分
で
あ
ろ

う
権
法
の
網
の
目
を
全
園
隅
な
く
徹
底
さ
せ
る
矯
に
は
、
無
数
の
諸

種
場
務
が
必
要
と
な
る
の
は
首
然
で
あ
る
。
そ
の
故
に
、

唐
末

・
五

代
か
ら
無
数
の
場
務
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
中
央
集
権
を
志
す
北
宋

朝
廷
に
と

っ
て
は
、
州
鯨
制
と
の
密
接
な
捌
連
の
下
に
、
此
等
無
数

つ

い
て

幸

f散

場
務
の
監
督
櫨
制
を
整
備
す
る
必
要
が
大
き
か

っ
た
。
こ
う
し
て
、

五
代
の
よ
う
な
吏
入
場
務
監
督
者
が
廃
さ
れ
て
、
正
式
の
官
員
を
場

務
監
督
者
と
し
て
配
置
す
る
政
策
が
質
行
さ
れ
る
事
と
な
っ
た
。
こ

れ
が
「
監
首
官
L

と
呼
稽
さ
れ
る
官
員
で
あ
る
。

ph
u
 

監
首
官
の
種
々
な
名
稽
に
つ
い
て
は
、
諸
種
官
後
場
務
の
分
布
蹴

態
と
の
閥
遠
の
下
に
、

既
に
考
察
を
試
み
て
い
る
む
又
、
監
嘗
官
初

置
の
意
義
や
、

そ
の
増
置
・

推
移
や
、
官
資

・
地
位
の
低
下
等
に
つ

い
て
も
、
既
に
考
察
を
試
み
て
来
た
。
要
す
る
に
、
監
嘗
官
は
、
地

方
財
務
の
中
央
集
権
上
、
五
代
の
吏
人
監
督
者
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ

程
の
役
割
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

監
首
官
に
就
い
て
は
、
右
の
様
な
論
考
に
よ
っ
て
そ
の
一
醸
の
外

郭
が
判
明
す
る
主
思
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
監
嘗
官
に
糊
す
る
論



考
の
核
心
と
な
る
監
首
官
配
置
朕
態
に
ウ
い
て
の
詳
考
を
試
み
た
い

と
思
う
。
権
法
上
・
財
政
上
に
於
け
る
監
嘗
官
の
重
要
な
役
割
は
、

権
法
関
係
地
方
財
務
の
中
央
集
機
の
職
責
を
地
方
末
端
場
務
に
於
い

て
執
行
す
る
貼
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
監
首
官
が
い
く
ら
重
要
な
役

割
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
北
宋
朝
の
官
営
の
盟

・
酒
麹
・
商
税

場
務
併
せ
て
五
千
絵
ケ
所
の
場
務
分
布
駅
態
と
封
比
し
て
、
若
し
監

嘗
官
の
配
置
数
が
徐
り
に
も
少
く
、
そ
の
配
置
が
極
め
て
限
ら
れ
た

地
黙
の
場
務
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
監
嘗
官
意
義
の

論
考
に
も
拘
わ
ら
ず
、
貫
際
に
は
監
嘗
官
は
殆
ん
ど
意
味
の
無
い
形

式
的
配
置
の
も
の
に
堕
す
る
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
中
国
の
屋
代
史

家
の
中
に
は
、
監
首
官
を
極
め
て
限
定
配
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
す

る
説
を
矯
す
者
が
多
い
か
ら
尚
更
で
あ
る
。

此
の
故
に
、
本
稿
の
唯

一
の
論
の
焦
貼
は
、
全
国
五
千
絵
ケ
所
の
場
務
分
布
の
貫
相
と
封
比

し
て
、
ど
の
程
度
に
ま
で
監
首
官
が
配
置
さ
れ
て
い
た
か
を
考
究
す

る
こ
と
に
あ
る
事
と
な
る
。

監
嘗
官
配
置
扶
態
に
つ
い
て
の
従
来
の
誤
解

北
宋
朝
盛
時
の
諸
種
場
務
分
布
吠
態
と
封
比
し
て
、
ど
の
程
度
に
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ま
で
監
嘗
官
が
配
置
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
此
の
問
題
に
つ
い

て
い
先
に
私
見
を
簡
翠
に
述
べ
る
と
、
全
国
の
大

・
中
・
小
6

微
小

の
各
都
市
を
通
じ
、
官
管
場
務
が
置
か
れ
て
い
た
都
市
の
八
割
程
度

に
ま
で
、
監
嘗
官
が
配
置
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
具
髄
的
に
述
ベ

る
と
、
盟
・
酒
麹

・
商
税
等
の
場
務
は
、
一
都
市
に
ニ

・
三
種
づ

っ

併
在
す
る
の
が
普
通
の
蹴
態
で
あ
る
か
ザ
、
端
的
に
言
う
と

v

五
千

絵
所
の
官
管
場
務
の
置
か
れ
た
約
二
千
地
貼
の
都
市
の
中
、
約
千
六

百
地
貼
卸
ち
八
割
の
都
市
に
監
首
官
が
配
置
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
監
嘗
官
の
定
員
数
で
云
う
と
、

一
地
貼
都
市
各

一

人
と
す
る
と
、
計
千
六
百
人
必
要
で
あ
る
が
、
州
治
や
豚
治
や
大
鋸

等
の
比
較
的
大
都
市
の
諸
種
場
務
に
は
、
二
人
乃
至
四
人
程
度
の
監

- 53一

嘗
官
配
置
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、

一
地
貼
都
市
最
低
卒
均

一
・
五

人
と
見
れ
ば
、
最
低
二
千
五
百
人
程
度
の
監
首
官
が
全
国
に
配
置
さ

れ
て
い
た
事
と
な
る
。
此
の
見
解
の
詳
細
は
後
節
で
論
ず
る
所
で
あ

る
が
、

と
も
か
く
監
嘗
官
は
此
の
程
度
に
調
密
に
全
園
隅
な
く
配
置

さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
従
来
の
監
嘗
官
配
置
に
閥
す
る
観
念
に
は
、
監
嘗
官

は
極
め
て
限
定
さ
れ
た
地
黙
に
極
め
て
小
人
数
が
配
置
さ
れ
て
レ
た

と
誤
解
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
誤
解
の
原
因
は
、
誤
っ
た
資

料
に
準
接
し
た
り
、
或
い
は
監
嘗
官
の
一

面
を
停
え
た
資
料
を
擦
大
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解
標
し
た
り
し
て
、
誤

っ
た
先
入
観
を
形
成
し
た
事
に
よ
る
の
で
あ

る
が
、

そ
こ
で
、
先
づ
監
首
官
配
置
に
闘
す
る
誤
解
の
質
惰
を
見
、

女
い
で
そ
の
原
因
を
源
に
ま
で
遡

っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

監
首
官
配
置
を
極
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
し

る
最
近
の

研
究
者
に
は
、
中
華
民
闘
の
宋
稀
氏
が
あ
る。

氏
の
説
に
よ
る
L
旬、

商
税
場
務
監
首
官
の
配
置
吠
態
は
次
の
様
に
述
べ
ら
れ
て
い

る。

北
宋
商
税
、
既
矯
園
家
重
要
財
源
之

一
、
則
監
税
官
的
人
選
自
首

慎
重
、
:
:
:
(
中
略
〉

:
::、

五
代
軍
閥
割
接
的
局
面
下
、
地
方
政

治
的
販
敗
税
牧
的
紛
乱
是
其
中
的
一

項
、
宋
初
太
宗
頗
有
決
心
以

矯
正
此
弊
、
乃
派
京
朝
官
、

出
去
整
頓
、

一
新
耳
目
、

:

(中

略
)
、

這
種
措
施
並
不
僅
限
於
宋
初
的
、
異
宗
以
後
、
更
規
定
税

額
高
的
地
匝
、
特
別
選
汲
親
民
官
去
監
臨
、
如
長
編
景
徳
二
年
六

月
笑
未、

『
詔
諸
州
商
税
年
額
及
三
高
貫
以
上
者
、

令
審
官
院
選

親
民
官
監
革
、

官
監
税
係
、

仰
給
通
判
添
支
』
、

王
一
株
燕
翼
話
謀
録
巻
五
親
民

任

今
イ寸
之

官暴
小百
使(7)何

臣 以
或 要
流 遣
外 親
校民
尉 官
副的
問原

出雲
世玄山 、
ノ合、
υ 
亦
畠[¥
賎

『
商
税
之

之
、
曾
不
思
客
披
往
来
、
郷
民
入
市、

動
遭
場
津
、
又
復
管
私
、

掩
馬
己
有
、

害
民
有
甚
鷲
者
、
真
宗
景
徳
二
年
六
月
笑
未
、
詔
商

税
三
高
貫
以
上
、
選
親
民
官
監
、
給
通
判
添
女
、
明
以
重
磯
征
之

寄
』
、
由
上
看
来
、
政
府
封
商
税
牧
入
的
重
視
可
以
概
見
了
」。

こ
れ
を
要
約
す
る
と
、
商
税
場
務
は
国
家
財
政
の
上
で
重
要
で
あ
る

そ
の
監
首
官
は
慎
重
に
人
選
し、

年
政
三
高
貫
以
上
の
商
税

場
務
に
は
親
民
官
の
監
嘗
官
を
配
置
し
た
と
云
う
事
と
な
る
。
そ
し

か
ら
、

て
、
更
に
燕
翼
話
謀
銭
の
記
事
に
よ
っ
て
自
説
を
固
め
て

い
る
わ
け

で
あ
る。

此
の
宋
稀
氏
の
説
に
は
、
先
づ
監
嘗
官
の
基
礎
的
な
事
が
ら
に
閥

す
る
見
落
し
が
三
件
あ
る。

そ
の
一
つ
は
宋
初
の
監
首
官
重
覗
策
は

太
宗
に
始
ま
る
の
で
は
な
く
太
租
に
始
ま
っ
て
レ
る
の
を
見
落
し
て
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い
る
こ
と
、

二
は
配
置
さ
れ
た
官
員
は
親
民
官
や
京
朝
官
だ
け
で
は

な
く
武
臣

・
三
班
使
臣

・
幕
職
官

・
州
牒
官
等
の
全
官
資
に
わ
た

っ

て
い
る
事
を
見
落
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
三
は
商
税
場
務
だ
け
が
重

観
さ
れ
た
の
で
は
な
く
堕

・
酒
麹

・
茶
な
ど
全
場
務
の
監
嘗
官
が
重

視
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
を
見
落
し
て
し
る
こ
と
で
あ
る叫

此
の
よ

う
に
監
嘗
官
に
闘
す
る
基
礎
的
考
察
が
備

つ
て
な
い

の
で
、
氏
の
説

で
は
、
監
首
官
は
重
観
さ
れ
た
事
が
あ

っ
た
と
か
、
他
面
軽
視
さ
れ

る
こ
と
も
あ

っ
て
左
遷
に
よ

っ
て
監
首
官
と
さ
れ
る
場
合
が
あ

っ
た

と
か
の
、
矛
盾
し
た
ま
ま
の
断
片
的
事
買
を
示
す
に
止
ま
り
、
監
雷

官
重
親
と
軽
覗
と
の
矛
盾
さ
え
、
放
置
し
た
ま
ま
で
終
る
結
果
と
な



っ
て
い
る
。
だ
か
ら
監
首
官
配
置
吠
態
と
い
う
よ
う
な
根
の
深
い
問

題
に
な
る
と
、
考
察
は
殆
ん
ど
及
ば
な
い
事
と
な
る
。

さ
て
、
氏
の
監
首
官
配
置
に
闘
す
る
説
は
、
前
掲
の
設
に
極
め
て

陵
味
な
形
で
一
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
氏
は

長
編
景
徳
二
年
六
月
笑
未
の
僚
の
「
詔
、
諸
州
商
税
年
額
及
三
官
同
貫

以
上
者
、
令
審
官
院
選
親
民
官
監
寵
、
何
給
通
判
添
支
」
と
あ
る
記
事

の
意
味
を
綴
大
解
揮
し
て
、
監
賞
官
は
親
民
官
だ
け
が
任
命
さ
れ
た

且
つ
年
政
三
寓
貫
以
上
の
場
務
だ
け
に
配
置
す
る
の
を
原

則
と
し
て
い
た
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
此
の
説
に
よ
る
と
、
三
高
貫

未
満
の
場
務
に
は
監
首
官
は
全
然
配
置
さ
れ
な
か
っ
た
事
と
な
る
。

も
の
で
、

と
い
う
の
は
、
氏
は
京
朝
官

・
高
級
武
官
等
親
民
官
の
枠
に
入
り
得

る
官
員
以
外
の
三
班
使
臣

・
幕
職
官

・
州
懸
官
等
官
費
官
員
の
監
嘗

官
と
し
て
の
存
在
を
全
然
見
落
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

氏
は
宋
曾
要
輯
稿
職
官
の
項
に
見
ら
れ
る
左
遷
監
嘗
官
の
配
置
さ
れ

た
場
務
名
穏
と
、
宋
曾
要
輯
稿
商
税
統
計
の
課
額
と
を
封
比
し
て
、

三
高
貫
未
満
の
場
務
に
京
朝
官

・
高
級
武
官
の
監
首
官
が
徐
り
に
も

多
く
配
置
さ
れ
て
い
る
の
を
見
出
し
た
際
に
、
「
量
不
是
輿
景
徳

三
年
的
商
晩
年
額
在
三
高
貫
以
上
汲
親
民
官
去
監
給
的
詔
令
相
違
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自
己
矛
盾
を
護
見
し
な
が
ら
也
、

背
?
」
と
、

「
原
来
法
令
是
法

令
、
事
貫
是
事
貫
」
と
諦
め
て
、
矛
盾
の
探
求
を
全
く
な
お
ざ
り
に

す
る
事
と
な

っ
た。

宋
稀
氏
の
此
の
よ
う
な
監
首
官
配
置
設
を
認
め
る
と
、

監
嘗
官

は
、
商
税
場
務
だ
け
に
限
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
場
務
で
も
、
年
牧
三

高
貫
以
上
の
場
務
だ
け
に
配
置
す
る
の
を
原
則
と
し
た
極
め
て
限
定

そ
の
場
務
数
は
全
韓
の
一
割
に
も
達
し
な

い
。
先
述
し
た
筆
者
の
庚
範
且
つ
調
密
な
監
嘗
官
配
置
説
と
の
差
は

極
め
て
顕
著
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
宋
稀
氏
の
監
嘗
官
配
置
に
闘
す
る

明
白
な
誤
解
は
、
氏
の
引
用
し
た
「
長
編
」
景
徳
二
年
六
月
笑
未
の

ノ

僚
の
意
味
の
抜
大
解
穣
に
よ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
此
の
誤
解

の
基
本
的
原
因
は
、
宋
稀
氏
が
傍
置
と
し
て
引
用
し
て
い
る
「
燕
翼

諮
謀
録
」
の
記
事
に
大
牢
の
責
任
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、

直
接
に

王
株
の
燕
翼
話
謀
録
巻
五

・
親
民
官
監
視
の

そ
の
内
容
を
検
討
し
、
王
枇
の
監
嘗
官
に
闘
す

さ
れ
た
も
の
と
な
る
。

-55-

も
う
一
度
、

記
事
を
引
い
て
、

る
読
を
確
認
し
よ
う
と
思
う
。
そ
の
親
民
官
監
商
税
の
記
事
に
よ
る

と
商
税
之
任
、
今
付
之
初
官
小
使
臣
或
流
外
校
尉
副
尉
、
州
郡
鯨
令

亦
都
賎
之
、
曾
不
思
客
披
往
来
郷
民
入
市
動
選
渇
津
、

掩
篤
己
有
、

又
復
管
私

異
宗
景
徳
一
一
年
三
月
美
未
詔
、

害
民
有
甚
鷲
者
、
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「
商
挽
三
高
貫
以
上
、
選
親
民
官
監
、

給
通
判
添
支
」
、
所
以
重

議
征
之
容
、
近
時
理
親
民
資
序
篤
監
賞
者
、
未
之
聞
也
、
往
々
以

局
説
己、

然
朝
廷
以
場
務
之
寄
、

責
之
長
試
鯨

不
肯
裂
就
失
、

A
廿
、

知
・監
首
之
難
於
其
人
也
、

故
康
定
元
年
六
月
壬
子
詔
、

「
天

下
州
鯨
謀
利
場
務
、
十
分
師
五
麓
以
下
、
知
通
牒
令
罰
俸
一
月
、

二
分
降
差
遣
、
増
二
分
陸
捗
差
遣
」
、
賞
罰
不

一
分
以
下
同
月
、

及
於
監
首
、
有
深
旨
失
。

と
あ
る
。
此
の
王
株
の
北
宋
監
首
官
に
闘
す
る
説
を
見
る
と
、
先
の

宋
稀
氏
の
監
笛
官
配
置
肢
態
に
つ
い
て
の
誤
解
は
、
線
ベ
て
此
の
説

に
根
ざ
し
て
い
る
事
が
知
ら
れ
よ
う
。
此
の
記
事
に
見
え
る
王
紋
の

監
首
官
に
闘
す
る
説
の
課
り
は
何
煽
に
あ
る
か
と
云
え
ば
、

{木
稀
氏

の
誤
り
で
あ
っ
た
監
首
官
重
親
策
開
始
の
時
黙
の
問
題
や
、
商
税
場

務
監
首
官
偏
重
説
等
に
は
、
玉
、
柿
は
一
臆
闘
係
無
い
と
し
て
も
、

第

一
に
は
監
首
官
の
官
資
を
親
民
官
(
京
朝
官

・
高
級
武
官
の
相
首
都

分
)
に
限
定
し
た
鮎
が
大
き
な
誤
り
で
あ
り

そ
の
結
果
、
第
二
の

誤
り
と
し
て
、
監
首
官
配
置
扶
態
に
つ
い
て
年
枚
三
高
貫
以
上
場
務

限
定
説
、か
内
部
に
旬
臓
さ
れ
る
事
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

具
髄

的
に
第
一
の
北
宋
の
監
首
官
は
親
民
官
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
す
る

説
か
ら
見
ょ
う
。
王
枕
は
一
方
で
は
景
徳
二
年
六
月
笑
未
の
詔
を
引

用
し
て
、
北
宋
で
は
親
民
官
を
監
首
官
と
し
て
配
置
し
た
監
首
官
重

硯
策
が
あ
っ
た
事
を
述
べ
、

文

一
方
で
は
康
定
元
年
六
月
壬
子
の
詔

を
引
用
し
て
、
監
首
官
の
任
重
く
親
民
官
の
就
任
す
る
人
員
の
少
い

事
か
ら
、
州
鯨
の
大
部
分
の
場
務
は

「
長
試
牒
令
」

で
あ
る
知
州

通
判

・
鯨
令
の
粂
職
に
委
ね
ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
此
の
雨
資
料

引
用
だ
け
に
依
存
す
る
説
か
ら
す
る
と
、
親
民
官
以
外
の
監
首
官
の

存
在
は
否
定
さ
れ
る
外
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
三
高
貫
以
上
の
場

務
は
親
民
官
が
監
首
官
に
嘗
た
り
、
親
民
官
が
首
た
る
を
肯
じ
な
い

三
蔦
貫
以
上
場
務
や
三
高
貫
未
満
の
州
懸
の
場
務
は
通
判

・
腕
柿
令
が
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粂
職
す
る
の
で
、
親
民
官
以
外
官
員
の
監
首
官
は
何
鹿
に
も
監
首
の

絵
地
が
無
い
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
若
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
引
用
し
た

雨
資
料
に

つ
い
て
、
い
づ
れ
か
に
内
容
上
の
矛
盾
を
生
ず
る
筈
で
あ

る
。
王
柿
は
監
首
官
の
官
資
に
つ
い
て
は
此
の
様
に
考
え
て
い
た
の

で
あ
る
。
監
首
官
の
官
資
を
此
の
様
に
し
て
親
民
官
だ
け
に
限
定
す

る
と
、
必
然
的
に
第
二
の
誤
解
貼
で
あ
る
監
首
官
配
置
場
務
は
三
高

貫
以
上
と
す
る
監
首
官
配
置
に
闘
す
る
説
が
生
じ
て
来
る
。
こ
う
し

て

玉
、林
は
そ
の
燕
翼
諮
謀
録
各
五

・
親
民
官
監
税
の
項
に
於
い

て
、
北
宋
の
監
首
官
は
親
民
官
だ
け
に
限
ら
れ
、
市
も
年
枚
三
高
貫

以
上
の
場
務
だ
け
に
配
置
さ
れ
た
と
す
る
監
首
官
配
置
説
を
漠
然
と



し
た
文
章
で
形
成
し
て

F

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

王
杭
と
い
う
人
物
は
、
宋
代
研
究
上
の
好
記
事
を
含
む
の
で
有
名

な
燕
翼
話
謀
錬
の
著
者
で
あ
り
、
且

つ
北
宋
と
は
さ
程
の
年
数
を
経

ぬ
南
宋
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
北
宋
時
代
の
監
首
官
に
就
い

て
も
、
此
の
様
に
知
識
が
薄
弱
で
あ
っ
た
と
は
到
底
思
わ
れ
ず
、

嘗
官
に
つ
い
て
の
此
の
記
事
を
、

一
概
に
大
き
な
誤
り
で
あ
る
と
決

め
つ
け
る
の
は
早
計
と
感
じ
ら
れ
る
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、

ど
う

し
て
此
の
様
な
暖
昧
な
説
を
述
べ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
癖
護
の
絵
地

は
無
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
の
誤
り
で
あ
る
監
嘗
官
H
親
民
官

と
す
る
説
に
つ
い
て
は
、
若
干
癖
護
の
絵
地
が
あ
る
。
即
ち
、
玉
、
杭

は
南
宋
時
代
の
監
嘗
官
と
北
宋
時
代
の
監
嘗
官
と
を
比
較
し
、
「
南

宋
時
代
で
は
、
監
嘗
官
は
殆
ん
ど
『
初
官

・
小
使
臣

・
流
外
校
尉

・

副
尉
』
が
任
命
さ
れ
て
い
た
の
に
封
し
、

北
宋
時
代
で
は
、
『
親
民

官
』
と
呼
ば
れ
る
高
級
官
員
が
監
嘗
官
に
任
命
さ
れ
る
事
も
あ

っ
た

位
に
、
監
嘗
官
は
重
視
さ
れ
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ

て
、
言
外
に
、
そ
の
他
に
も
三
班
使
臣

・
幕
職
官

・
州
鯨
官
な
ど
の

官
資
の
監
嘗
官
が
配
置
さ
れ
て
い
た
と
す
る
理
解
が
認
め
ら
れ
な
く

も
な
い
の
で
、
玉
、杭
は
必
ず
し
も
北
宋
時
代
の
監
首
官
は
総
べ
て
親
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民
官
で
あ

っ
た
と
は
述
べ
て
い
な
い
と
鰐
護
出
来
ぬ
事
も
な
い
。
け

績
い
て
康
定
元
年
六
月
壬
子
の
詔
を
引
用
し
て
、

官
は
相
首
に
重
要
な
ポ
ス
ト
な
の
で
、
辞
退
等
に
よ

っ
て
親
民
官
の

れ
ど
も
、

寸
監
嘗

監

監
首
官
が
不
足
す
る
場
合
に
は
、
監
嘗
の
職
務
は
通
判
や
鯨
令
に
粂

任
さ
せ
た
」
と
て
、
此
の
場
合
の
年
政
三
高
貫
場
務
を
含
み
、
大
部

「
天
下
州
牒
課
利
場
務
」

分
が
三
高
貫
未
満
で
あ
る

が
遇
制
や
鯨

令
の
粂
任
に
よ

っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
此
の
部
分
の
読
と
矛
盾
し
な
い
事
に
は
、
ど
う
し
て
も
親
民
官

以
外
の
中
下
級
官
員
の
監
嘗
官
の
存
在
を
認
め
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な

く
な
り
、
従
っ
て
王
株
の
監
嘗
官
に
闘
す
る
説
に
は
、
最
早
野
護
の

一 57-

而
も
王
抹
が
遇
制

・
鯨
令
の
監
首

職
務
粂
任
資
料
と
し
て
引
用
し
た
康
定
元
年
六
月
壬
子
の
記
事
が
、

絵
地
が
無
く
な
る
の
で
あ
る
。

貫
は
異
る
意
味
内
容
の
資
料
で
あ
っ
て
、
王
柿
が
そ
の
意
味
内
容
を

誤
解
し
つ
つ
資
料
と
し
て
引
用
し
て
い
る
の
に
至
つ
て
は
、
尚
更
器
開

護
の
絵
地
が
無
い
。
此
の
記
事
の
原
文
は
、
長
編
巻
一

二
七
康
定
元

年
六
月
壬
子
の
僚
に
、

詔
三
司
、
天
下
州
鯨
課
利
場
務
、
自
今
逐
鹿
総
計
大
数
、
十
分
酷

五
麓
以
下
、

其
知
州
通
判
幕
職
知
懸
、
各
罰

一
月
俸、

雨
月
俸
、
二
分
以
上
降
差
遣
、
箕
増
二
分
以
上
升
捗
之
。 一

分
以
下

と
あ
っ
て
、
王
一
は
の
引
用
に
比
し
て
記
事
内
容
が
正
確
で
あ
る
。
‘
此
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の
記
事
に
よ
る
と
、
そ
の
内
容
は
、
質
は
「
逐
鹿
総
計
大
数
」
の
文

で
も
明
ら
か
な
よ
う
に

一
州
或
い
は
一
鯨
の
内
の
総
べ
て
の
場
務

の
年
牧
を
総
計
し
た
上
で
の
課
額
達
成
責
任
を
、
州
の
場
合
に
は
知

州

・
通
判

・
質
職
幕
職
官
に
、
鯨
の
場
合
に
は
知
鯨
に
、
間
接
的
に

負
措
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
事
が
知
ら
れ
る
。
此
の
外
に
場

務
の
諜
額
達
成
の
直
接
責
任
を
取
る
監
首
官
が
各
場
務
に
配
置
さ
れ

て
い
て
、

そ
の
責
任
規
定
が
別
に
作
ら
れ
て
い
る
事
を
見
逃
が
し
て

は
な
ら
な
い
。
此
の
様
な
場
務
課
額
達
成
の
責
任
制
に
基
づ
く
場
務

監
督
慨
制
が
出
来
て
レ
た
の
に
、
殊
更
に
此
の
記
事
の
内
容
を
曲
解

し
て
、
知
州

・
通
判

・
鯨
令
が
場
務
監
督
を
粂
任
し
て
い
た
資
料
と

し
て
取
扱
い
、
市
も
「
賞
罰
不
及
監
嘗
、

有
深
旨
失
」
な
ど
と
、
見

首
違
い
の
事
を
さ
も
意
味
あ
り
気
に
述
べ
て
、
誤
解
の
上
塗
り
を
や

っ
て
い
る
の
は
全
く
論
外
の
沙
汰
で
あ
る
。
課
額
が
達
成
出
来
な
け

れ
ば
、

責
任
は

い
く
ら
で
も
監
首
官
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。

此
の
様

に
、
王
、柿
の
「
親
民
官
監
税
」
の
文
は
、
そ
の
引
用
し
た
資
料
に
つ

い
て
、

景
徳
二
年
三
月
葵
未
の
記
事
に
つ

い
て
は
内
容
蹟
大
解
樫
の

誤
り
を
犯
し
、
康
定
元
年
六
月
壬
子
の
記
事
に
つ
い
て
は
内
容
把
握

の
誤
り
を
犯
し
、
加
え
て
雨
資
料
解
樫
聞
の
矛
盾
を
犯
し
て
い
る
の

で
、
具
韓
的
に
は
、
監
首
官
を
親
民
官
だ
け
に
限
定
し

且
つ
年
牧

三
高
貫
以
上
場
務
だ
け
に
監
円
高
官
配
置
を
限
定
す
る
と
し
う
誤
設
を

形
成
す
る
結
果
と
な

っ
た
。
知
識
の
暖
味
未
整
理
な
段
階
で
述
べ
ら

れ
た
文
章
は
、

そ
の
分
析
を
進
め
る
と
、
首
人
で
も
意
外
な
矛
盾
が

王
ほ
の
此
の
場
合
も
そ
の
例
で
あ
ろ

う
か
。

此
の
様
な
矛
盾
に
満
ち
た
記
事
を
監
嘗
官
解
樺
の
一
等
資
料

導
き
出
さ
れ
る
事
が
あ
る
が
、

と
し
て
利
用
す
る
の
は
、
如
何
に
危
険
で
あ
る
か
が
知
ら
れ
る。

宋

鴎
氏
の
監
嘗
官
に
闘
す
る
叙
述
の
誤
り
と
矛
盾
は
、
殆
ん
ど
王
株
の

此
の
誤
り
と
矛
盾
に
匹
胎
し
て
い
る
と
云
与
え
る
の
で
あ
る
。

監
笛
官
配
置
吠
態
に
闘
す
る
{
木
稀
氏
や
そ
の
準
嫁
し
た
所
で
あ
る

王
枇
の
監
嘗
官
配
置
限
定
翻
に
は
、
更
に
そ
の
準
接
し
た
所
の
起
源

-58-

が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
起
源
と
し
て
の
説
と
は
何
か
と
云
う

と
、
そ
れ
は
現
在
で
も
経
瀕
史
研
究
上
等
重
さ
れ
て
い
る
宋
史
食
貨

志
の
商
税
の
部
の
努
頭
記
事
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、

商
税
、
九
州
牒
皆
置
務
、

開
銀
亦
或
有
之
、
大
則
専
置
官
監
臨
、

小
則
令
佐
粂
領
、
諸
州
伺
令
都
監
監
押
同
掌。

と
あ
る。

此
の
記
事
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
監
首
官
配
置
肢
態

を
見
る
と
、

と
あ
る
か
ら
、
鯨
内
所
在

先
づ
、

J

「
小
則
令
佐
粂
領
L

の
中
小
場
務
に
は
監
嘗
官
は
殆
ん
ど
配
置
さ
れ
な
か

っ
た
事
と
な

る

蘇
内
場
務
に
監
首
官
を
配
置
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

「
大
則



専
置
官
監
臨
」
と
あ
る
監
首
官
配
置
の
大
場
務
と
は
、
大
部
分
は
府

・
州
治
に
限
定
さ
れ
る
事
と
な
ろ
う
。
鎮
以
下
の
小
場
務
に
至

っ
て

と
て
場
務
は
置
か
れ
て
い
る
が
、

は
、
「
開
銀
亦
或
有
之
L

そ
の
監

首
官
は
考
慮
の
中
に
も
入
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
宋
史
食
貨
志

の
此
の
記
事
に
依
る
限
り
、
監
首
官
配
置
吠
態
は
州
治
以
よ
の
大
場

務
の
み
に
限
定
さ
れ
る
外
な
く
、
年
収
三
高
貫
以
上
の
場
務
が
連
想

さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
宋
史
食
貨
志
の
此
の
様
な
漠
然
と
し
た
監

王
枕
の
燕
翼
詩
謀
録
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
所

首
官
配
置
限
定
観
は
、

と
極
め
て
類
似
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、
此
の
宋
史
食
貨

志
の
記
事
が
王
株
に
大
き
な
影
響
を
輿
え
た
と
見
る
わ
け
で
あ
る
。

云
う
ま
で
も
な
く
、
宋
史
の
編
纂
年
代
は
元
の
時
代
で
あ
り
、
王
柿

は
南
宋
の
人
で
あ
っ
て
、
年
代
は
逆
で
あ
る
が
、
宋
史
の
典
擦
と
さ

れ
た
宋
朝
各
皇
帝
の
「
園
史
」
は
、
北
宋
初
期
か
ら
纏
績
編
纂
さ
れ

王
抹
は
宋
朝
の

「
園
史
」
を
充
分
讃
み
得

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

る
筈
で
あ
っ
て
、
内
容
の
影
響
闘
係
に
矛
盾
は
考
え
ら
れ
な
い
。
北

宋
皇
帝
の
ど
の
「
園
史
」
に
此
の
宋
史
食
貨
志
の
記
事
訴
出
て
い
た

の
か
は
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。

宋
史
食
貨
志
商
税
の
項
の
監
嘗
官
配
置
に
闘
す
る
此
の
記
事
は
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「
文
献
通
考
」
の
編
者
で
あ
る
馬
端
臨
に
も
、
監
首
官
配
置
観
に
つ

い
て
大
き
な
影
響
を
奥
え
て
い
る
。
巻

一
四
征
権
考
一
征
商
の
項
の

「
李
重
進
卒
、

以
宣
徽
北
院
使
李
庭
転
知
揚
州
、
植
密
直
撃
士
杜
韓

監
州
税
云
々
」
の
僚
の
按
文
の
一
つ
に
、
宋
朝
園
史
か
ら
引
用
し
た

と
見
ら
れ
る
先
掲
記
事
を
掲
げ
、
そ
の
聞
に
自
注
を
入
れ
て
解
説
を

施
し
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
即
ち
、

開
銀
或
有
鷲
、

年
詔
、
諸
路
商
税
年
額
及
三
寓
貫
以
上
、
審
官
院
選
親
民
官
監

菰
」
、
小
則
令
佐
粂
領
、
諸
州
仰
令
都
監
監
押
同
掌
走
。

凡
州
鯨
皆
置
務
、

大
則
専
置
官
監
臨
、
「
景
徳

「
」
学
重
進
卒
云
々
L

の
僚
に
附
さ
れ
た
按
文

は
、
み
な
五
代
節
度
使
時
代
の
無
統
制
な
商
税
徴
枚
が
北
宋
に
入

っ

て
統
制
整
備
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
矯
に
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
か

と
あ
る
記
事
で
あ
る
。

-59-

ら
、
此
の
記
事
も
、
北
宋
商
税
制
度
の
整
備
の
有
様
を
示
す
震
に
、

馬
端
臨
が
恐
ら
く
宋
朝
国
史
か
ら
引
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
此

の
様
な
背
景
の
下
に
引
用
し
て
来
た
宋
朝
園
史
の
記
事
の
聞
に
、
長

編
に
見
え
る
景
徳
二
年
詔
の
記
事
を
挿
入
し
た
馬
端
臨
の
監
首
官
に

謝
す
る
考
え
方
は
自
明
で
あ
る
。

ー即
ち

そ
れ
を
要
約
す
る
と
~
「
北

宋
時
代
に
入

っ
て
、
商
税
制
度
は
整
備
さ
れ
、
隅
な
く
置
か
れ
た
場

務
の
内
、
大
場
務
は
専
置
の
監
嘗
官
に
よ

っ
て
統
制
し
、
鯨
以
下
の

中
小
場
務
は
懸
令

・
牒
丞
に
よ

っ
て
統
制
す
る
髄
制
が
出
来
た
。
濫
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首
官
の
置
か
れ
た
大
場
務
と
は
、
景
徳
二
年
詔
の
記
事
に
見
ら
れ
る

年
収
三
高
貫
以
上
を
云
う
の
で
あ
る
。L

な
る
。
馬
端
臨
の
監
首
官
配
置
に
闘
す
る
考
え
方
は
全
く
宋
朝
国
史

よ
う
に
、

と
い
う
内
容
に

の
影
響
下
に
あ
っ
た
事
が
知
ら
れ
よ
う。

監
首
官
配
置
場
務
を
年
枚

三
高
貫
以
上
な
ど
と
解
し
た
の
は
、

先
述
の
陥
り
易
い
連
想
に
馬
端

臨
が
陥
っ
て
い
た
事
を
如
賞
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
様
に
、
監
首
官
配
置
吠
態
に
闘
す
る
従
来
の
考
察
を
追
求

し
て
来
る
と
、
監
首
官
配
置
を
極
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る

配
置
翻
は

そ
の
源
が
す
べ
て
宋
朝
園
史
に
鯖
結
す
る
も
の
で
あ
る

事
が
知
ら
れ
る
。
宋
朝
国
史
が
監
首
官
に
つ

い
て
ど
う
し
て
此
の
様

な
表
現
を
し
た
の
か
と
レ
う
事
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
相
官
の
根
擦
が

あ
る
筈
で
あ
る
。
と
云
う
の
は
、
北
宋
時
代
に
於
い
て
こ
の
様
な
極
め

て
限
定
さ
れ
た
監
首
官
配
置
扶
態
に
あ
っ
た
の
は
極
初
の
大
租

・
太

そ
の
様
な
監
首
官
配
置
蹴
態
を
基

• 

に
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
此
の
記
事
は
、
恐
ら
く
元
は

宗
時
代
に
貫
際
見
ら
れ
る
か
ら
、

太
租
或
い
は
太
宗
圃
史
に
載
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
無
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
太
租
・
太
宗
朝
の
国
史
ま
で
は
安
首
で
あ
っ
た
商
挽
監
首

官
の
此
の
記
事
を
、
若
し
、

そ
の
後
の
宋
朝
園
史
食
貨
志
が
そ
の
ま

ま
掲
載
し
た
り
、
首
時
の
史
家
や
其
の
後
の
史
家
が
そ
の
ま
ま
引
用

し
た
り
し
た
と
す
れ
ば

そ
め
よ
う
な
国
史
編
纂
官
や
史
家
が
軽
率

の
誤
り
を
犯
し
た
事
と
な
る
の
で
あ
る
。

と
も
か
く
、
現
存
宋
史
食

貨
志
商
挽
の
項
の
此
の
監
嘗
官
に
闘
す
る
記
事
が
、
宋
朝
闘
史
の
ど

の
朝
の
園
史
食
貨
志
に
載
せ
ら
れ
て
い
た
か
、
そ
の
記
事
の
繋
年
は

何
時
か
と
い
う
よ
う
な
詳
細
な
考
察
は
、

書
誌
撃
上
の
複
雑
な
手
績

が
必
要
で
俄
に
結
論
も
出
ま
レ
か
ら
、

一
躍
別
考
に
委
ね
る
し
か
な

い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
此
の
宋
史
食
貨
志
の
記
事
は
、
初
期
の
宋
朝

園
史
の
記
事
と
見
ら
れ
る
性
格
が
濃
厚
で
あ
り
、
又
そ
う
見
な
し
と

此
の
記
事
の
内
容
が
生
き
て
来
な
い
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
宋
史

A
U
 

F
O
 

食
貨
志
に
残
っ
て
い
る
宋
朝
国
史
の
此
の
記
事
は

そ
の
監
嘗
官
配

置
限
定
観
を
以
て
、

一
は
間
接
的
に
王
枕
に
影
響
を
興
え

一
は
全

く
直
接
的
に
馬
端
臨
に
影
響
を
輿
え
て
い
る
事
が
知
ら
れ
る
。
そ
し

て
宋
鴎
氏
は
、
此
の
雨
者
の
影
響
を
直
接
的
且
つ
全
面
的
に
受
け
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
此
の
様
に
見
て
来
る
と
、
監
嘗
官
配
置
吠
態
と

云
う
よ
う
な
只
一
つ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
そ
の
誤
解
の
根
は
意
想

外
に
深
く
、
依
操
資
料
を
原
典
に
近
く
遡
れ
ば
遡
る
程
、

原
典
の
史

家
の
先
入
観
に
興
え
る
影
響
力
が
如
何
に
強
大
で
あ
る
か
と
い
う
事

を
見
る
の
で
あ
る
。



監
嘗
官
配
置
吠
態

全
園
隅
な
く
置
か
れ
て
い
た
諸
種
の
官
管
場
務
分
布
と
謝
比
し

て
、
・
監
嘗
官
は
一
韓
ど
の
程
度
に
ま
で
配
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
れ
ま
で
は
、
監
首
官
配
置
吠
態
を
極
め
て
狭
く
限
定
す
る

の
は
大
き
な
誤
り
で
あ
る
と
云
う
事
と
、
そ
の
誤
り
の
読
の
系
譜
を

原
典
に
ま
で
辿
っ
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
此
慮
で
は
い
よ
い
よ
貫
際

の
監
嘗
官
配
置
紋
態
を
論
考
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

宋
曾
要
輯
稿
食
貨
の
諸
統
計
に
よ
る
と
、
北
宋
一
の
照
豊
年
間
前
後

に
は
、
瞳
・
酒
麹
・

商
税
の
官
管
場
務
だ
け
で
全
国
に
五
千
を
越
え

る
数
の
場
務
が
置
か
れ
て
い
た
事
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
、
ど
の

程
度
の
規
模
及
び
数
の
場
務
に
監
嘗
官
が
配
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
監
首
官
配
置
の
場
務
規
模
と
し
て
、
首
然
そ
の
場
務
の
年

枚
印
ち
「
課
額
」
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
監
首
官
配
置
吠

態
の
考
察
は
、
課
額
の
多
い
場
務
か
ら
順
次
に
少
い
場
務
へ
と
展
開

さ
せ
て
行
く
事
と
す
る
。

課
額
の
多
い
大
場
務
に
監
嘗
官
を
配
置
し
た
事
は
、
宋
史
食
貨
志

を
初
め
多
く
の
記
事
か
ら
認
め
ら
れ
る
所
で
あ
る
か
ら
、
改
め
て
述
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べ
る
ま
で
も
な
い
が
、

そ
の
課
額
と
し
て
は
、

先
に
見
た
よ
う
に
年

牧
三
高
貫
と
い
う
数
字
が
注
目
さ
れ
る
。
王
枕
の
燕
襲
話
謀
録
や
馬

端
臨
の
文
献
通
考
に
引
用
さ
れ
て
い
た
所
の
長
編
巻
六
O
、
景
徳
二

年
六
月
笑
未
の
僚
に
、

詔
、
諸
州
商
晩
年
額
及
三
蔦
貫
以
上
者
、

A
W
審
官
院
選
親
民
官
監

革
、
品
川給
通
判
添
支
。

と
あ
る
記
事
が
先
ず
自
に
つ
く
。

王
株
や
馬
端
臨
や
宋
晴
氏
な
ど

は
、
此
の
記
事
を
以
て
大
場
務
と
親
民
官
の
監
嘗
官
と
を
全
面
的
に

結
び
つ
け
る
監
首
官
配
置
基
準
と
見
、

三
歯
肉
貫
場
務
H
監
賞
官
配
置

H
親
民
官
の
身
動
き
の
な
ら
ぬ
圃
式
を
想
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
買

は
此
の
様
な
記
事
は
い
く
ら
で
も
あ
っ
て
、
王
枕

・
馬
端
臨

・
宋
輔

氏
の
よ
う
に
、
此
の
記
事
を
核
に
し
て
一
概
に
身
動
き
の
な
ら
ぬ
圃

1
4
 

po 

式
を
形
成
し
、

そ
れ
を
績
大
適
用
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
事
が
知
ら

れ
る
。
例
え
ば
、
長
編
倉
一
四
六
、

慶
暦
四
年
二
月
辛
亥
の
僚
に、

壬刃
ロ口、

奮
制
諸
道
機
酷
課
満
三
高
貫
、

翠
官
監
臨
、

歳
満
而
課
麗

者
、
特
奨
之
、
如
聞
州
鯨
吏
不
務
民
政
、
多
干
請
矯
監
臨
官
、
自

今
満
五
百
高
以
上
、
方
轄
奉
岱
。

と
あ
る
記
事
は
、
課
額
コ
一
高
貫
の
酒
場
務
の
監
嘗
官
配
置
の
資
料
で

あ
り
、
宋
曾
要
職
官
五
九
考
謀
、
元
一茄
五
年
二
月
二
十
三
日
の
僚
に
(

圭刀
tロ口、

府
界
諸
路
三
高
貫
己
上
課
利
場
務
、

二
年
併
酷
及
濫
官
不
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職
、
許
令
輔
運
司
提
暴
司
別
穆
官
。

と
あ
る
記
事
は
、
商
税
や
酒
の
場
合
は
勿
論
、
盤
や
茶
等
の
諸
種
課

利
三
高
貫
以
上
場
務
の
総
て
に
監
首
官
の
配
置
が
行
わ
れ
て

い
た
事

を
一示
す
資
料
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
王
枕

・
宋
稀
氏
の
よ
う
に
、
商
税

場
務
の
三
高
貫
場
務
監
首
官
資
料
だ
け
を
取
上
げ
て
、
商
税
場
務
だ

け
が
政
策
上
重
視
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
論
ず
る
の
か
ら
し
て
、
先
づ

資
料
取
扱
上
の
誤
り
で
あ
る
事
が
知
ら
れ
る。

此
等
の
記
事
の
外
に

も
、
三
高
貫
場
務
監
首
官
の
資
料
は
多
い
。
宋
曾
要
職
官
五
六
官
制

別
録
、
元
一
航
元
年
閏
二
月
八
日
の
僚
に
、

詔
、
陸
沿
迩
州
軍
城
案
巡
検
都
監
監
押
案
主
巡
防
諸
路
補
盗
官
及

課
利
係
三
高
貫
己
上
場
務
、
奮
係
穆
官
員
闘
慮
、
許
依
替
奏
傘
、

如
数
内
今
来
事
務
稀
少
不
消
奏
媛
、
及
事
務
繁
劇
合
翠
官
去
慮
、

具
因
依
築
名
、
各
限

一
月
奏
開
。

と
あ
る
記
事
や
、
長
編
巻
三
九
六
、
元
茄
二
年
三
月
戊
午
の
僚
に
、

吏
部
言
、
請
諸
路
科
利
場
務
、
三
高
貫
以
上
奉
官
如
故
、
其
不
及

慮
従
本
部
差
注
、
罷
京
西
京
東
河
北
映
西
路
鞘
運
使
奏
差
法
、
従

之
、
仰
詔

如
有
不
職、

聴
時
運
司
別
翠
官
以
問
。

と
あ
る
記
事
や
、
長
編
紀
事
本
末
巻
一

O
O、
紹
聖
三
年
四
月
乙
菌

の
僚
に
、

戸
部
侍
郎
奥
居
厚
言
、
諸
路
謀
利
場
務
及
三
高
貫
己
上
者
、
並
依

元
堕
候
翠
官
監
、
向
各
委
本
路
鞘
運
司
奏
傘
、
従
之
。

と
あ
る
記
事
な
ど
は
、
先
に
掲
げ
た
三
甑
貫
商
税
場
務
監
首
宵
資
料

や
、
三
寓
貫
酒
場
務
監
首
官
資
料
や
、
三
高
貫
諸
種
課
利
場
務
監
首

官
資
料
等
と
全
く
同
様
の
性
格
の
資
料
で
、
此
等
の
諸
資
料
を
通
じ

て
基
本
的
な
内
容
は

「
翠
官
法
」

と
云
わ
れ
る
所
の
或
る
官
職
の

ポ
ス
ト

に
適
材
適
所
の
官
員
を
配
置
す
る
官
員
法
で
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
親
民
官
を
監
嘗
官
に
翠
官
す
る
と
あ
る
の
は
、
初
め
の
三
高
貫

商
税
場
務
監
首
官
の
記
事
だ
け
で
あ
る
黙
に
特
に
注
意
を
要
す
る
。

ハ
ソ
れ】

nh
u
 

と
云
う
の
は
、
本
来
知
州
通
判
等
の
行
政
職
に
嘗
て
ら
れ
る
べ
き
親

民
官
を
場
務
の
監
首
官
に
嘗
て
た
の
は
、
若
干
の
時
期
の
間
だ
け
で
、

普
通
の
場
合
は
、
要
す
る
に
適
首
な
官
員
を
三
高
貫
以
上
の
場
務
の

監
首
官
に
奉
官
し
て
い
た
と
云
う
事
で
あ
る
。

此
の
様
に
三
菌
貫
場

務
監
首
官
資
料
を
見
て
来
る
と
、

王一株

・
馬
端
臨

・
宋
稀
氏
の
よ
う

に
、
此
等
の
多
く
の
三
高
貫
場
務
監
嘗
官
翠
官
法
に
闘
す
る
記
事
の

中
か
ら
、
而
も
そ
の
特
異
な

一
例
の
記
事
だ
け
を
取
上
げ
て
、
そ
の

ま
ま
監
首
官
配
置
資
料
と
し
て
扱
う
事
に
は
、
最
初
か
ら
大
き
な
無

理
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
無
理
を
犯
し
た
か
ら
こ
そ
、
「
大

場
務
H
監
嘗
官
配
置
H
親
民
官
」

の
身
動
き
の
な
ら
ぬ
園
式
が
想
定



さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

そ
の
狭
小
な
監
嘗
官
の
理
解
の
枠
の
中
か

ら
、
先
述
の
誤
解
や
矛
盾
が
生
ず
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
此
の
様
な
場
務
監
嘗
官
器
官
法
の
記
事
内
容
の
焦
貼

三
省
内
貫
場
務
そ
の
も
の
の
管
理
監
督
の
震
に
、

t主

そ
の
ポ
ス
ト

へ
の
官
員
を
選
出
す
る
方
法
だ
け
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
監
首
官
の

側
や
親
民
官
の
側
な
ど
に
は
全
然
無
い
の
で
あ
る
か
ら
、
三
高
貫
場

務
と
監
首
官
と
親
民
官
と
の
閥
係
が
一
義
的
に
規
定
さ
れ
る
筈
は
全

く
無
い
わ
け
で
あ
る
。
具
髄
的
に
云
う
と
、
監
富
官
の
側
に
つ
い
て

は
、
監
嘗
官
は
三
高
貫
以
上
場
務
だ
け
に
限
定
さ
れ
ず
三
高
貫
未
満

場
務
に
も
配
置
さ
れ
て
い
て
も
差
支
え
な
い
し
、
親
民
官
の
側
に
つ

い
て
は
、
親
民
官
が
監
嘗
官
の
職
務
に
首
る
場
合
に
は
必
ず
し
も
三

高
貫
以
上
の
場
務
だ
け
に
規
制
さ
れ
ず
三
高
貫
未
満
場
務
に
配
置
さ

れ
て
い
て
も
差
支
え
な
い
の
で
あ
る
。
端
的
に
云
う
と
、
景
徳
二
年

六
月
葵
未
の
商
税
場
務
監
嘗
官
の
記
事
は
、
「
三
官
同
貫
以
上
の
場
務

監
嘗
官
に
は
原
則
と
し
て
親
民
官
だ
け
を
配
置
す
る
こ
と
と
せ
よ
」

と
い
う
だ
け
の
意
味
で
あ
る
。
此
の
記
事
に
よ
っ
て
全
面
的
規
制
を

受
け
る
の
は
、
三
高
貫
以
上
場
務
だ
け
で
あ
っ
て
、
監
嘗
官
や
親
民

官
の
方
は
規
制
を
受
け
ぬ
概
念
内
包
の
方
が
は
る
か
に
賢
い
の
で
あ
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る

三
高
貫
以
上
場
務
は
、
そ
の
他
の
中
小
場
務
に
比
べ
る
と
比
較

的
に
重
要
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
監
嘗
官
の
奉
官
の
黙
を
特
に
重
視

し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
も
い
ろ
い
ろ
な
黙
で
、
三
官
同
貫
以

上
場
務
及
び
そ
の
監
首
官
が
重
視
さ
れ
た
事
を
示
す
規
定
が
見
ら
れ

る
。
長
編
各
工
一
四
て
元
盟
六
年
十
一
月
丁
巳
の
僚
に
、

開
封
府
言
、
接
司
録
司
抵
嘗
免
行
所
言
、
照
寧
十
年
始
立
年
額
、

其
賞
罰
篠
約
、
依
三
高
緒
以
上
場
務
法
、
自
元
盟
元
年
至
五
年
併

婚
、
嘗
立
新
額
、
戸
部
詳
度
、
欲
酌
中
用
元
豊
二
年
三
高
九
千
七

，百
絡
矯
新
額
、
従
之
。

と
あ
る
記
事
は
、

三
高
貫
以
上
場
務
に
、

そ
れ
濁
自
の
課
額
達
成
を

め
ぐ
る
賞
罰
僚
約
が
あ
っ
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
宋
曾
要
職
官
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五
七
俸
雄
の
添
支
の
項
に
、

朝
臣
監
嘗
物
務
、
鏡
十
五
千
、
米
三
石
、
麺
五
石、

羊
五
口
、
倹

ノ

麺
玉
石
、

七
人
、
馬
三
疋
。

一
等、

銭
十
千
、

米
二
石、

羊

口
、
像
五
人
、
馬
二
疋
。

一
等
、
銭
七
千
、
鈴
向
上
。

一
等
、
麺

一
等
、
羊
二
口
、
徐
向
上
。
内
三
高

二
石
、
像
三
人
、
鈴
向
上
。

貫
己
上
、
比
通
判
鳳
朔
醤
式
。
並
如
最
低
等。

と
あ
る
記
事
は
、

三
蔦
貫
以
上
場
務
監
嘗
官
が
、
官
員
の
職
務
給
で

あ
る
「
添
支
」
の
面
で
も
、
一
般
の
三
蔦
貫
未
満
場
務
監
首
官
に
比
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し
て
重
視
優
遇
さ
れ
、
通
判
と
並
ぶ
給
興
を
得
た
事
を
一不
す
も
の
で

丸
叩
マ
hv

。
以
上
の
よ
う
な
種
々
の
三
高
貫
以
上
場
務
監
首
官
資
料
の
検
討
に

よ
っ
て
、

三
高
貫
以
上
場
務
は
比
較
的
重
要
で
あ
る
か
ら
種
々
濁
白

な
規
定
を
有
し
、
特
に
そ
の
監
嘗
官
に
は
三
高
貫
以
上
場
務
と
い
う

格
式
の
「
穆
官
法
」
を
有
し
、
課
額
達
成
の
震
に
濁
自
の
賞
罰
篠
約

且
つ
そ
の
監
首
官
の

「添
支
」
も
優
遇
さ
れ
た
事
が
知
ら

を
作
り
、

れ
る
。
三
高
貫
以
上
場
務
監
首
官
資
料
の
内
容
は
此
の
様
な
も
の
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
次
は
、
場
務
の
監
嘗
官
配
置
吠
態
の
考
察
を
も
う
一
段
掘
下

げ
て
、
三
高
貫
未
満
場
務
に
は
、
監
首
官
は
ど
の
様
に
配
置
さ
れ
て

い
た
か
を
考
察
し
よ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
三
世
間
貫
以
上
場
務
に

監
嘗
官
が
配
置
さ
れ
て
い
た
事
は
、
多
く
の
三
商
貫
以
上
場
務
監
首

{
日
資
料
に
よ
っ
て
、
充
分
に
知
ら
れ
る
所
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
資

料
は
、
あ
く
ま
で
も
三
高
貫
以
上
場
務
の
側
に
記
述
の
焦
貼
を
置
い

た
も
の
で
あ
っ
て、

そ
の
監
首
官
の
側
や
親
民
官
な
ど
の
官
費
の
側

に
焦
貼
を
置
い
た
も
の
で
は
決
し
て
な
い
か
ら
、
「
大
場
務
H
監
首

官
H
親
民
官
」
の
圃
式
を
描
く
事
は
大
き
な
諜
り
で
、
監
首
官
は

高
貫
未
満
場
務
に
い
く
ら
配
置
さ
れ
て
レ
て
も
差
支
え
な
い
し
、
親

民
官
の
外
に
も
他
の
官
資
の
官
員
が
い
く
ら
監
嘗
官
と
し
て
配
置
さ

れ
て
い
て
も
不
思
議
は
無
い
事
を
述
べ

た
。

先
に
掲
げ
た

だ
か
ら

三
高
貫
以
上
場
務
監
笛
官
資
料
の
記
事
の
中
に
、
早
速
三
菌
貫
未
満

場
務
監
首
官
の
記
事
が
矛
盾
な
く
納
っ
て

レ
る
の
を
見
出
す
。
卸
ち

長
編
巻
三
九
六
、
元
茄
二
年
三
月
戊
午
の
僚
に
、

吏
部
言
、
請
諸
路
科
利
場
務
、

三
高
貫
以
上
翠
官
如
故
、

其
不
及

庭
従
本
部
差
注
、
罷
京
西
京
東
河
北
険
西
路
轄
運
使
奏
差
法
、
従

之
、
何
詔
、
如
有
不
職
、
聴
時
運
司
別
察
官
以
問
。

と
あ
る
記
事
で
あ
る
。

「
其
不
及
鹿
従
本
部

- 64一

此
の
記
事
に
よ
る
と
、

差
注
」
と
あ
っ
て
、
三
蔦
貫
以
上
場
務
監
首
官
の
外
に
、
三
高
貫
未

満
場
務
の
監
首
官
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
此
の
監
笛
官
に
も
翠
官
法

に
よ
っ
て
や
或
は
吏
部
流
内
鐙
に
よ

っ
て
、
官
員
の
配
置
さ
れ
た
事

が
知
ら
れ
る
。
監
嘗
官
を
三
官
同
貫
以
上
場
務
に
限
定
す
る
な
ど
は
、

到
底
無
理
で
あ
る
事
が
知
ら
れ
よ
う
。

此
の
記
事
で
は

翠
官
法

や
吏
部
流
内
詮
に
よ
っ
て
配
置
さ
れ
る
三
高
貫
未
満
場
務
の
監
嘗
官

は
、
ど
の
程
度
の
課
額
ま
で
配
置
さ
れ
て
い
た
の
か
下
限
が
わ
か
ら

な
い
。
だ
が
長
編
巻
三
四
四
、
元
盟
七
年
三
月
壬
氏
の
僚
に
よ
る
と
、

京
西
路
轄
運
判
官
沈
希
顔
吾一口
、
本
路
酒
税
監
官
闘
員
及
不
職
、
乞

不
拘
常
制
、

奏
差
公
幹
文
武
官
、

戸
部
言
、
内
外
官
司
罷
奉
己
著



令
、
詔
諜
利
及
高
縛
以
上
、
依
希
顔
所
乞
。

と
あ
っ
て
、
三
省
内
貫
未
満
監
首
官
の
配
置
の
行
わ
れ
た
の
は
、

貫
以
上
の
場
務
で
あ
っ
た
事
が
わ
か
る
。
此
等
の
二
つ
の
記
事
に
依

る
と
、
照
豊
年
間
に
罷
め
ら
れ
た
翠
官
法
が
、

そ
の
利
貼
の
震
に
元

盟
七
年
三
月
に
至
っ
て
一
高
貫
以
上
場
務
の
監
嘗
官
に
復
活
さ
れ
、

そ
れ
が
更
に
元
祐
二
年
三
月
に
な
る
と
、
再
び
翠
官
法
が
制
限
さ
れ

て
三
寓
貫
以
上
場
務
監
首
官
だ
け
に
適
用
さ
れ
、
一
高
貫
以
上
三
高

貫
未
満
場
務
監
首
官
は
吏
部
流
内
詮
の
差
注
に
任
さ
れ
る
事
と
な

っ

た
の
が
知
ら
れ
る
。

一
高
貫
以
上
場

務

(
一
首
貫
以
上
三
高
貫
未
満
場
務
)
も
比
較
的

重
要
で
あ
っ
た
の
で
、
前
掲
の
記
事
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
三
高
貫

以
上
場
務
に
類
似
す
る
翠
官
法
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
、
そ
の
監
嘗
官

の
添
支
に
つ
い
て
も
同
様
な
規
定
が
見
ら
れ
る
事
と
な
る
。
次
の
記

事
は
、

一
高
貫
以
上
場
務
監
首
官
の
添
支
に
そ
れ
濁
自
の
規
定
の
あ

っ
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
郎
ち
宋
曾
要
輯
稿
職
官
四
三
、
都
大

提
奉
茶
馬
司
、
元
盟
六
年
間
六
月
十
三
日
の
僚
に
、

提
奉
茶
場
公
事
陸
師
関
街
子
奏
、
:
:
:
(中
略
〉
:

公
事
官
、
川
路
二
年
快
西
二
年
宇
矯
一
任
、
供
給
依
解
字
所
在
州

諸
幹
嘗
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策
判
例
、
京
官
以
上
及
大
小
使
臣
、
各
随
本
資
添
支
、
本
資
無
添

支
者
、
依
監

一
蔦
貫
場
務
例
給
。

寓

と
あ
る
記
事
で
、
此
の
記
事
は

「州
策
判
L

印
ち
州
鑑
署
判
官
膳
公

事
の
官
員
の
添
支
規
定
と
同
様
に
、
一
高
貫
以
上
場
務
に
も
濁
自
の

「
監
一
高
貫
場
務
添
支
例
」
が
行
わ
れ
て
い
た
事
を
示
す
も
の
で
あ

る
。
そ
の
監
一

高
貫
場
務
添
支
例
と
は
、
先
に
「
朝
臣
監
首
場
務
」

の
部
分
を
掲
げ
た
所
の
宋
曾
要
揖
稿
職
官
五
七
俸
離
の
添
支
の
項
に

見
え
る
記
事
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
、

朝
官
の
他
、
京
官
に
つ
い
て

は
京
官
監
嘗
物
務
。
銭
七
千
、
米
三
石
、
麺
玉
石
、
羊
五
口
、
倹
五

人
、
馬
二
疋
。
一
位
一
寸
。
羊
三
口
、
徐
同
上
。

-65 -

一
等
。
米
二
石
、
麺

三
石
、
像
三
人
、
能
向
上
。

一
等
。
羊
二
口、

徐
同
上
。

等

銭
五
千
、
麺
四
石
、
像
三
人
、
鈴
向
上
。

一
等
。
銭
四
千
、
徐
向

上
。
内
三
高
貫
巳
上
、
如
遁
判
諸
州
軍
奮
式
、
並
銭
五
千
、
飴
如

最
低
等
。

と
あ
り
、
高
級
武
官
や
三
班
使
臣
に
つ
い
て
は
、

同

諸
述
監
嘗
寓
貫
課
利
己
上
、
諸
司
使
至
帯
職
供
奉
、
銭
十
千
、
米

三
石
、
麺
三
石
、
羊
五
口
、
像
七
人
、
馬
三
匹
。
副
率
至
帯
職
侍

禁
、
鏡
七
千
、
米
一
石
、

麺
三
石
、

羊
七
口、

像
三
人
、

，馬

匹
。
内
常
侍
、

銭
八
千
、
徐
向
上
。
侍
禁
帯
職
殴
直
至
殴
頭
、
銭
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六
千
、
麺
二
石
、
像
二
人
、
徐
向
上
。
殿
高
口
問
、
銭
五
千
。

奉
職

借
職
殿
侍
黄
門
内
口
問
、

匹
、
徐
各
向
上
。
内
牧
及
三
高
貫
、
諸
司
使
率
府
率
巳
下
、
比
都

昨且
。

高
班
内
品
、

銭
四
千
。

銭
三
千
、

a馬

と
あ
り
、
錨
銭
が
銅
銭
と
異
る
比
債
で
使
用
さ
れ
て
レ
た
四
川
や
揚

子
江
上
流
地
方
で
は
、
又
別
に
規
定
さ
れ
て
い
て
、

凡
川
峡
錨
銭
界
、
則
別
定
差
給
之
制
、
(
中
略
〉

、
監
嘗
差
遣
各
比

類
定
給
。
朝
臣
及
供
奉
官
、
錨
銭
五
十
千
、
米
三
石
、
麺
五
石
、

羊
五
口
、
像
五
人
、
馬
三
疋
。
侍
禁
、
銀
銭
四
十
千
、
米
三
石
、

麺
五
石
、

羊
三
口
、
像
七
人
、

馬
二
疋
。

殿
直
京
官
、

錨
銭
三

十
千
、
像
五
人
、
徐
向
上
。

比
折
銅
銭
三
蔵
貫
以
上
。
将
作
監
主

簿
、
錨
鎖
三
十
千
、
米
二
石
、
麺
二
石
、
羊
二

口、

像
二
人
、
馬

一
疋
。
奉
職
及
高
貫
以
上
監
簿
、
錨
銭
二
十
五
千
、
米
三
石
、
麺

三
石
、
羊
二
口
、
像
二
人
、

馬
二
疋
。

借
職
、

馬
一
疋
、
徐
同

上
。
内
供
奉
官
三
高
貫
以
上
、
並
比
監
押
四
等
添
支
。
仰
分
親
民

監
賞
、
調
課
利
雨
項
凡
三
等
。

云
々

と
あ
る
。

此
の
よ
う
に
一
高
貫
以
上
場
務
資
料
を
検
討
し
て
来
る

と

必
ず
監
笛
官
が
配
置
さ
れ
て
い
た
事

一
高
貫
以
上
場
務
に
も

が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

一
高
貫
以
上
場
務
も
比
較
的
重
要
で
あ
っ

た
か
ら
、

三
高
貫
以
上
場
務
の
場
合
と
同
様
に
、
種
々

の
規
定
を
有

し
て
い
た
事
も
認
め
ら
れ
る
。
先
に
三
官
同
貫
以
上
場
務
の
際
に
問
題

に
な

っ
た
監
首
官
の
官
資
の
制
限
の
有
無
の
貼
も
云
う
ま
で
も
な
く

解
決
さ
れ
て
い
て
、
「
親
民
官
」
も

「
京

・
朝
官
」
も
高
級
武
官
も

三
班
使
臣
も
慶
く
一
高
貫
以
上
場
務
に
監
首
官
と
し
て
配
置
さ
れ
て

い
た
事
も
確
認
さ
れ
る
。
だ
が
、
此
等
の
資
料
分
析
に
際
し
て
特
に

注
意
す
べ
き
は
、
記
事
内
容
の
焦
貼
は
、
既
に
三
寓
貫
以
上
場
務
記

事
に
つ
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
一
高
貫
以
上
場
務
の
側

だ
け
に
あ
っ
て
、
監
嘗
官
や
官
資
の
側
に
は
無
い
事
で
あ
る
。
だ
か
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ら
、
此
等
の
一
高
貫
以
上
場
務
資
料
の
中
に
、

一
高
貫
未
満
場
務
の

記
事
が
全
く
見
ら
れ
な
い
か
ら
と
云

っ
て
、
必
ず
し
も
、

一
蔦
貫
未

満
の
場
務
に
は
最
早
監
首
官
は
配
置
さ
れ
な
か

っ
た
と
は
、
す
ぐ
に

は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

此
等
の
記
事
は
一
寓
貫
以

上
場
務
及
び
三
高
貫
以
上
場
務
だ
け
に
闘
す
る
特
別
の
規
定
に
属
す

る
も
の
だ
け
で
あ
っ
て
、

否
定
し
て
レ
な
い
か
ら
、

一
高
貫
未
満
場
務
監
首
官
の
存
在
を
別
に

一
高
貫
宋
満
場
務
監
嘗
官
が
貫
際
に
配
置

さ
れ
て
い
て
も
不
思
議
は
無
い
し
矛
盾
も
無
い
の
で
あ
る。

以
上
場
務
資
料
の
内
容
は
此
の
様
な
も
の
で
あ
る
。

一
高
貫

さ
て

場
務
の
監
首
官
配
置
欣
態
の
考
察
を
も
う
一
段
掘
下
げ



一
高
貫
未
瓶
の
場
務
に
も
監
首
官
が
配
置
さ
れ
て
い
た
か
ど
う

か
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
長
編
巻
一

O
六
、
天
聖
六
年
十
月
甲
戊
の

て、際
に
、河

北
轄
運
使
言
、
天
下
場
務
歳
課
三
千
縄
以
上
者
、
請
差
使
臣
監

臨
、
上
謂
輔
臣
日
、
歳
入
不
多
而
櫓
官
、
得
無
擾
乎
、
甲
成
詔
、

歳
課
倍
其
数
乃
櫓
使
臣
。

と
あ
る
記
事
が
あ
っ
て
、

此
の
記
事
を
見
る
と
、

明
ら
か
に

貫
未
満
場
務
に
も
監
首
官
が
配
置
さ
れ
て
い
た
事
が
知
ら
れ
る
。

そ

の
諜
額
は
、
河
北
轄
運
使
が
「
三
千
縄
以
上
」
に
し
た
い
と
請
う
て

来
た
の
に
封
し
て
、
天
子
は
「
歳
課
倍
其
数

.乃
檎
使
臣
」
と
回
答
し

た
の
で
あ
る
か
ら
、
課
額
六
千
貫
以
上
の
場
務
に
監
嘗
官
を
治
置
し

-

同

た
事
が
わ
か
る
。

此
の
記
事
に
よ

っ
て
、
一
高
貫
未
満
乃
至
六
千
貫

以
上
の
場
務
に
は
、
そ
の
監
嘗
官
が
配
置
さ
れ
た
事
が
確
買
に
認
め

ら
れ
る
。

そ
れ
で
は

六
千
貫
未
満
場
務
の
監
首
官
は
ど
う
な
っ

て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
此
の
記
事
の
六
千
貫
を
監
嘗
官
の
下
限
と
し

て
、
そ
れ
以
下
の
場
務
に
は
監
官
官
は
配
置
し
な
か

っ
た
と
結
論
し

て
良
い
か
と
云
う
と
、
二
つ
の
問
題
貼
が
残
る
。
第

一
に
は
、
縛
運

使
が
三
千
貫
以
上
場
務
に
監
首
官
を
配
置
し
た
い
と
請
う
た
の
に
封
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し

天
子
は
六
千
貫
以
上
に
配
置
せ
よ
と
回
答
し
た
の
で
あ
る
か

ら
、
此
の
時
貼
で
は
監
首
官
は
六
千
貫
以
上
場
務
に
制
限
配
置
さ
れ

た
で
あ
ろ
う
が
、
年
月
の
推
移
と
共
に
、
輔
運
使
が
必
要
と
認
め
た

三
千
貫
程
度
の
場
務
に
ま
で
、
監
嘗
官
が
普
及
配
置
さ
れ
た
事
が
充

分
考
え
ら
れ
る
黙
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
此
の
記
事
に
は
「
請
差
使

臣
監
臨
」
と
あ
る
か
ら
、
此
の
時
六
千
貫
以
上
場
務
に
監
嘗
官
と
し

首
時
の
用
法
と
し
て
使
臣
即
ち

て
配
置
さ
れ
た
の
は
、

「
三
班
使

高

臣
」
だ
け
で
あ
っ
た
貼
で
あ
る
。

二
の
黙
に
つ
い
て
、
此
の
記
事
が

一
班
使
臣
の
監
首
官
配
置
だ
け
に
闘
す
る
資
料
で
あ
る
事
を
確
認
す

る
な
ら
ば
、
そ
れ
以
下
の
官
資
官
員
の
監
嘗
官
に
は
何
等
言
及
し
て
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い
な
い
事
を
知
る
べ
き
で
、
そ
う
す
る
と
、
京
朝
官
や
高
級
武
官
は

多
く
一
高
貫
以
上
場
務
に
、
三
班
使
臣
は
多
く
六
千
貫
乃
至
三
千
貫

よ
り
以
上
の
場
務
に
監
首
官
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

幕
職
官
や
州
牒
官
な
ど
と
呼
ば
れ
る
下
級
官
資
に
属
す
る
官
員
が
、

監
首
官
と
し
て
六
千
貫
乃
至
三
千
貫
よ
り
以
下
の
場
務
に
い
く
ら
で

も
配
置
さ
れ
る
事
は
何
等
妨
げ
は
な
い
筈
で
あ
る
。
事
質

」
れ
ま

で
掲
げ
て
来
た
三
高
貫
以
上
場
務
或
い
は

一
高
貫
以
上
場
務
等
々
の

資
料
に
、
幕
職
官
や
州
鯨
官
な
ど
の
監
嘗
官
と
し
て
の
配
置
を
示
す

記
事
が
全
く
見
え
て
い
な
い
の
は
、
充
分
に
此
の
考
察
を
裏
付
け
る

所
で
あ
る
。
宋
曾
要
食
貨
ニ

O
酒
麹
雑
録
、
天
聖
五
年
五
月
の
僚
に



182 

権
大
理
少
卿
公
事
董
希
顔
言
、
河
北
州
府
鯨
鎮
酒
税
務
、
各
有
京

朝
官
使
臣
監
首
外
、
時
速
司
一
史
差
諸
鹿
得
替
見
任
幕
職
官
等
、
比

較
侵
刻
民
利
、
於
理
不
便
、
詔
罷
之
。

と
あ
る
記
事
は
、
六
千
貫
程
度
よ
り
以
上
の
場
務
に
は
既
に
京
朝
官

や
三
班
使
臣
を
監
笛
官
と
し
て
配
置
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

で
も
場
務
枚
入
の
確
保
乃
至
増
徴
に
不
足
の
際
に
は
、
路
の
長
官
で

あ
る
輔
運
使
が
濁
自
に
幕
職
官
や
州
鯨
官
等
を
監
首
官
と
し
て
翠
官

し
、
六
千
貫
乃
至
三
千
貫
よ
り
少
い
諜
額
の
小
場
務
に
配
置
し
て
い

た
事
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
密
度
の
高
い
監
首
官
配
置

は
、
「
侵
刻
民
利
」
す
る
か
ら
と
て
、
こ
れ
を
罷
め
さ
せ
よ
う
と
し
た

わ
け
で
あ
る
が
、
ど
の
程
度
に
貫
施
さ
れ
た
の
か
疑
わ
し
い
。

に
言
っ
て
、
此
の
様
な
時
運
使
の
措
置
を
製
肘
す
る
よ
う
な
地
方
の

質
際
の
利
害
に
反
す
る
形
式
的
禁
止
は
徹
底
せ
ぬ
事
が
多
く
て
、
績

い
て
西
夏
と
の
交
戟
に
入
っ
た
慶
暦
年
間
に
な
る
と
、
各
路
の
時
運

使
が
財
政
牧
入
の
増
牧
の
矯
め
、
濁
自
の
立
場
で
多
数
の
下
級
官
費

の
監
首
官
を
配
置
す
る
質
情
の
あ
る
の
を
見
る
と
、
六
千
貫
乃
至

千
貫
よ
り
少
い
課
額
の
場
務
に
は
監
首
官
の
配
置
を
禁
止
し
績
け
た

な
ど
と
は
到
底
考
え
ら
れ
ぬ
所
で
あ
る
。
路
の
財
政
を
任
せ
ら
れ
た

縛
運
使
は
、

路
内
の
財
政
枚
入
を
増
す
方
策
が
あ
れ
ば
強
カ
に
賀
行

し
こ
そ
す
れ
、
中
央
の
形
式
的
禁
止
位
で
は
俄
か
に
罷
め
ら
れ
な
い

財
政
事
情
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
河
北
輔
運
使
が
、
此
の
記
事
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
下
級
官
費
監
嘗
官
増
置
の
禁
止
に
封
し
て
、

若
干

の
異
議
を
唱
え
た
で
あ
ろ
う
事
は
、
少
し
前
に
掲
げ
た
天
聖
六
年
十

月
の
記
事
に
、
「
天
下
場
務
歳
課
三
千
縄
以
上
者
、
請
差
使
臣
監
臨
」

と
て
、
幕
職
官
州
鯨
官
な
ど
の
監
嘗
官
配
置
制
限
の
代
替
と
も
見
ら

れ
る
形
で
三
班
使
臣
監
首
官
の
増
置
を
請
求
し
て
い
る
事
か
ら
見
て

も
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
此
の
ニ
記
事
に
は
深
い
閥
係
が
あ
り
、
要

般

す
る
に
幕
職
官
等
下
級
官
資
監
嘗
官
の
少
額
場
務
配
置
は
、
財
政
事

情
と
関
連
し
て
伸
縮
が
可
能
で
あ
っ
た
が
、
後
に
は
此
の
配
置
は
極

め
て
資
範
に
見
ら
れ
る
所
で
あ
る
か
ら
、

三
千
貫
未
満
場
務
に
幕
職

。。

官
州
鯨
官
等
官
費
の
監
首
官
が
此
の
後
永
く
配
置
さ
れ
な
か
っ
た
と

は
到
底
言
え
な
い
。

さ
て
、
各
路
の
轄
運
使
が
課
額
の
極
め
て
少
い
場
務
で
も
監
嘗
官

増
置
を
押
し
進
め
た
政
策
の
一
例
は
、
宋
曾
要
食
貨
二

O
酒
麹
雑
録
、

治
卒
四
年
五
月
十
九
日
の
記
事
か
ら
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
は
、

知
諌
院
部
冗
等
一
一言
、
聞
挟
西
縛
運
河
拘
枚
街
前
買
撲
酒
場
入
官
、

乞
特
行
降
期
、
詔
快
西
嶋
運
本
司
、
燦
析
以
聞
、
其
後
本
司
言
、

拘
収
買
撲
場
務
入
官
、
凡
二
十
七
慮
、
乃
詔
、
官
監
一
年
不
及
三



千
絡
以
上
、
卸
令
買
撲
如
故
、
自
今
有
係
街
。前
買
撲
場
務
却
欲
拘

牧
入
官
者
、
具
因
依
聴
裁
。

と
あ
っ
て
、
此
の
場
合
は
街
前
買
撲
場
務
を
回
枚
し
て
官
管
場
務
と

し
、
そ
の
監
督
に
監
嘗
官
を
配
置
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
課
額
は

最
低
三
千
貫
を
基
準
と
し
た
事
を
見
れ
ば
、
監
嘗
官
の
増
置
策
は
、

相
首
小
額
の
三
千
貫
程
度
場
務
に
ま
で
も
普
及
し
て
い
た
事
が
知
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
此
の
場
合
で
も
、
監
嘗
官
配
置
が
三
千
貫

場
務
に
そ
の
下
限
を
止
め
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
頗
る
疑
問
で
、
詔
令

に
も
拘
わ
ら
ず
時
運
使
に
よ
る
貰
際
の
監
首
官
配
置
は
も

っ
と
下
の

方
ま
で
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
事
が
、
充
分
考
慮
の
中
に
入
れ
ら
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
と
云
う
の
は
、
此
の
記
事
は
職
役
に
従
う
街
前
へ
の
報

酬
場
務
と
し
て
街
前
に
と

っ
て
有
利
な
場
務
を
残
し
て
お
く
必
要
が

あ
っ
た
局
、
街
前
買
撲
場
務
は
三
千
貫
以
下
の
場
務
を
回
枚
す
る
な

む
規
定
し
た
だ
け
の
事
で
、
街
前
買
撲
で
な
い
場
務
に
は
三
千
貫
未

満
場
務
で
も
監
首
官
を
配
置
し
て
差
支
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
叉

活
文
正
公
政
府
奏
議
巻
下
、
奏
策
試
方
略
等
人
各
輿
縁
迩
差
遣
事
の

記
事
に
、

況
沿
途
次
過
小
鹿
判
司
簿
尉
弁
鋸
築
中
務
場
、
常
是
闘
官
、
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(
中
略
〉

・:

臣
等
欲
乞
、

特
降
指
揮
下
河
北
快
西
河
東
輔
運

司
ト
臨
本
路
策
試
方
略
ト
弁
南
省
特
奏
名
人
得
雑
出
身
試
衡
帯
郎

等
未
該
放
選
、
及
長
司
馬
土
文
撃
助
教
等
、
並
不
理
選
限
者
、
如

願
入
遺
速
、
卸
相
度
年
未
衰
老
有
心
力
行
止
勾
嘗
得
事
之
人
、
・
具

保
明
申
奏
、
輿
注
険
西
沿
遺
次
迭
小
鹿
判
司
簿
尉
、
内
監
権
新
置

酒
税
等
場
務
者
、
'
只
興
騨
券
、
更
不
支
本
官
料
銭
。

と
あ
る
記
事
を
見
る
と
、
沼
仲
湾
が
険
西
の
按
撫
使
と
な
っ
て
い
た

嘗
時
の
西
夏
李
元
美
と
の
戟
乱
の
際
に
は
、
快
西
輔
運
使
の
財
政
上

の
必
要
性
か
ら
、
場
務
監
首
官
も
相
官
増
置
さ
れ
て
、
奮
置
場
務
の

監
賞
官
や
増
置
場
務
の
監
首
官
に
大
幅
な
官
員
不
足
が
現
出
し
、
大
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部
分
の
「
鎮
案
中
務
場
」
の
監
首
官
は
敏
員
と
な

っ
て
い
た
事
が
知

ら
れ
る
。
棋
員
の
多
く
出
た
の
は
課
額
の
極
め
て
少
い
鎮
や
案
の
小

場
務
監
首
官
で
あ
玖
、
そ
の
倣
員
を
幕
職
官
州
鯨
官
よ
り
も
更
に
官

資
の
低
い
非
公
式
官
員
を
以
て
埋
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
ら
の
幕
職
官
州
廓
官
の
官
費
の
監
首
官
で
さ
え
も
紋
員
と
な
っ

て
い
た
と
見
ら
れ
る
場
務
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
三
千
貫
よ
り
も
相

雷
に
少
い
課
額
の
小
場
務
で
あ
っ
た
事
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う。

宋
曾

要
食
貨
の
諸
統
計
に
見
え
る
快
西
鎖
案
場
務
の
課
額
は
、
殆
ん
ど
皆

極
め
て
少
い
。

此
の
様
に
見
て
来
る
と
、

一
高
貫
未
満
三
千
貫
以
上
程
度
の
課
額
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の
中
場
務
の
下
の
、
三
千
貫
未
満
の
小
場
務
に
も
、
主
と
し
て
官
資

の
低
い
幕
職
官
州
鯨
官
流
外
官
等
の
監
首
官
が
、
相
笛
出
回
範
に
配
置

さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
事
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
監
笛
官
配
置
場

務
の
最
低
課
額
は
、
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。
長
編
巻

四
二
八
司
元
一航
四
年
五
月
甲
午
の
僚
に

京
西
崎
運
司
言
、
特
城
村
人
物
繁
盛
、
場
務
係
百
姓
撲
買
、
欲
乞

改
箆
銀
、
創
酒
税
務
、
置
監
官

一
員
、
従
之
。

と
あ
る
よ
う
な
、
斡
城
村
な
ど
の
郷
村
都
市
に
監
首
官
を
配
置
し
た

記
事
を
見
る
と
、
監
首
官
は
相
首
に
小
規
模
な
場
務
に
も
配
置
さ
れ

て
い
た
事
が
知
ら
れ
る
。

で
は
そ
の
諜
額
は
ど
の
程
度
で
あ

っ
た

か
。
そ
の
低
少
な
課
額
を
採

っ
て
み
よ
う。

先
づ
三
班
使
臣
の
場
合

か
ら
見
る
と
、
欧
陽
文
忠
公
集
巻
一
一
六
河
東
奉
使
奏
革
巻
下
、
乞

減
幾
卒
鯨
謀
額
約
子
の
僚
に
、

臣
昨
至
河
束
、
擁
一や
定
箪
知
幾
卒
鯨
孫
直
方
服
、
局
本
将
酒
税
課

利
銭
、
宮
額
四
千
一

百
徐
貫
、
本
鯨
不
首
騨
路
、
奮
有
兵
士
四
指

揮
寧
川内自
在
服
、
自
慶
暦
三
年
三
月
内
移
起
草
営
住
弁
州、

在
鯨
只

有
居
民
百
飴
戸
、
人
煙
既
少
、
客
肱
不
来
、
酒
税
課
利、

加
熱
由
佐

排
、
本
軍
亦
曾
申
奏
乞
行
減
額
、
省
司
下
鞠
運
司
保
明
、
尋
蒙
嶋

運
司
令
、
将
起
移
軍
鵬
首
後
一
年
比
較
重
立
租
額
、
只
及
二
千
八
百

徐
貫
、
亦
曾
差
遠
州
知
州
孟
憐
定
奪
、
及
斡
運
司
保
明
申
省
、
省

司
指
揮
、
勤
本
鯨
枚
起
謀
利

不
得
減
額
。

云
々

と
あ
る
記
事
が
あ

っ
て
、
州
知
卒
燃
の
酒
と
商
税
と
の
諜
額
合
計
は

も
と
四
千

一
百
歓
買
で
あ

っ
た
が
、
事
情
に
よ
っ
て
質
収
が
二
千
八

百
徐
貫
程
度
に
減
少
し
た
事
が
見
え
て

い
る。

宋
曾
要
の
回
一
寧
十
年

り前
後

酒の
諜統
額計
はム 「

通も
伊l

思換
で卒
士 鯨
f加の
副商
多野

};語
らは白

千
数
百
貫
程
度
カl

一
八
五
貫
と
あ

見
込
ま
れ
る
。
此
の
監
首
官
は
、
同
書
同
巻
、
論
不
才
官
吏
吠
の
記

事
に
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臣
昨
往
河
束
、

一
路
所
見
官
吏
内
、
有
全
然
不
任
其
職
須
否
一替
移

者
、
今
回
一ハ姓
名
如
後
。

一
、
卒
定
軍
築
一
や
廓
監
酒
借
職
石
貴
、
本
是
軍
中
出
職
、

因
捉
賊

不
盤
、
降
充
監
首
、
其
人
不
識
字
、
叉
是
潤
員
。

一玄

々

と
あ
る
こ
と
か
ら

一班
借
職
の
監
首
官
で
あ
っ
た
事
が
知
ら
れ

一
千
貫
か
ら
二
千
貫
程
度
の
課
額
の
酒
場
務
に
も
、
下
級
三
班

使
臣
の
監
首
官
が
配
置
さ
れ
て
い
た
事
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
叉
、
張

る。師
正
の
括
異
志
巻
四
、
石
比
部
の
僚
に
は
、

比
部
外
郎
石
公
弁
言
、
皇
一
航
中
始
得
大
理
寺
丞
、
監
弁
州
之
徐
溝

銀
、
:
;
:
(
中
略
)
:

其
後
嬰
児
有
」
長
、

召
一
姥
観
之
日



本
太
原
人
、
障
夫
寓
此
、
僅
四
十
年
、
凡
官
於
此
者
、
無
不
出
入

其
家
、
此
厩
字
亦
韓
日
都
監
之
官
舎
、
「
徐
溝
奮
差
班
行
監
雷
、

今
差
京
官
」
今
中
富
之
下
者
嘗
有
井
、
李
股
直
監
臨
目
、
鞭
一
女

使
、
不
勝
楚
痛
、
投
井
而
死
。

一玄々

と
い
う
記
事
が
あ
っ
て
、
徐
溝
鎮
の
場
務
監
嘗
官
は
軍
事
職
の
都
監

が
品
求
職
し
た
り
、
三
班
使
臣
の
殴
直
が
首
っ
た
り
、
監
鎮
官
が
粂
職

h
相

し
た
り
し
た
推
移
が
見
ら
れ
る
。
此
の
徐
溝
鎮
の
商
税
課
額
は
て

七
四
四
貫
で
あ
り
、
酒
課
額
も
類
推
し
得
る
。
同
様
に
長
編
巻
二一

六
、
回
一
寧
三
年
十
月
乙
酉
の
僚
に
は
、

詔
、
信
州
茶
盟
税

・
澗
州
借
伽
塔

・
秦
州
柴
撞
口
岸
・
睦
州
酒
税

・
江
寧
府
織
羅
務

・
隈
州
温
泉
税
、
奮
差
内
侍
監
首
、
自
今
誼
令

三
班
差
人
、
上
語
輔
臣
、
以
課
利
場
務
不
欲
令
少
年
宣
者
輿
其
間

故
也
。

と
あ
っ
て
、
秦
州
柴
嘘
口
岸
や
隈
州
温
泉
鯨
の
商
税
務
に
三
班
使
臣

の
監
首
官
が
配
置
さ
れ
て
い
た
事
が
知
ら
れ
る
。
柴
櫨
口
岸
商
税
務

は
柴
境
鎮
商
税
務
と
同
じ
も
の
と
思
わ
れ
る
が

そ
の
課
額
は

一
、

五
九
九
貫
で
あ
り
、
温
泉
鯨
商
税
務
の
課
額
は
一

、
五
五
一
貫
で
あ

る。

此
の
様
に
、
三
千
貫
未
満
の
低
少
課
額
場
務
で
あ
り
な
が
ら
、
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栄
首
官
が
配
置
さ
れ
て
い
た
貫
例
を
拾
っ
て
み
る
と
、
先
掲
の
長
編

巻
一

O
六
、
天
聖
六
年
十
月
甲
成
の
記
事
な
ど
に
見
え
た
所
の
、
課

額
三
千
貫
乃
至
六
千
貫
を
三
班
使
臣
監
嘗
官
配
置
の
下
限
と
し
よ
う

と
す
る
論
な
ど
は
、
輔
運
使
を
中
心
と
す
る
路
財
政
の
質
際
と
は
相

首
遊
離
し
た
も
の
で
あ
っ
た
事
が
知
ら
れ
る
。
此
の
様
な
低
少
課
額

場
務
へ
の
監
首
宮
崎
明
置
は
、
天
聖
年
間
よ
り
十
年
と
経
ぬ
聞
に
起
つ

た
西
夏
侵
入
の
戟
乱
に
よ
る
財
政
困
難
が
恐
ら
く
主
た
る
原
因
で
あ

っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
三
班
使
臣
の
監
嘗

官
は
随
分
低
少
課
額
の
場
務
に
も
配
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
質
情

が
知
ら
れ
る
と
思
う
。

三
班
使
臣
で
す
ら
か
か
る
低
少
諜
額
場
務
に
監
首
官
と
し
て
配
置

九

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
官
資
の
低
い
幕
職
官
や
州
蘇
官
に
な

.
一

る
と
、
尚

一
一
暦
の
低
少
課
額
場
務
に
も
監
首
官
と
し
て
配
置
さ
れ
る

事
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
a

長
編
巻
一
四
九
、
慶
暦
四
年
五
月
己
丑

の
僚
に

省
河
南
府
頴
陽

・
寄
安

・
僅
師
・
繰
氏
・
河
清
五
鯨
、
並
矯
鎮
、

逐
鎮
令
轄
運
司
奉
幕
職
州
鯨
官

・
使
臣
雨
員
、
監
酒
税
、
何
管
勾

畑
火
公
事。

と
あ
る
記
事
は
、
三
班
使
臣
の
監
嘗
官
と
並
ん
で
、
幕
職
官

・
州
鯨

官
が
監
嘗
官
と
し
て
配
置
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
此
等
鎮
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と
さ
れ
た
所
の
商
税
務
の
課
額
は
、
不
明
の
河
清
を
除
く
と
、
頴
陽

三
三
八
貫
、
害
時
安
九
五
二
貫
、
僅
師
八
七
三
貫
、
椴
氏
一
、
四
九
五

貫
で
あ
る
。
各
酒
場
務
の
課
額
も
類
推
さ
れ
る
が
、
監
嘗
官
は
各
鎮

夫
々
二
員
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
千
貫
未
満
の
場
務
に

も
監
首
官
を
配
置
す
る
建
前
で
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
そ
こ
で

更
に
長
編
巻
二
九

O
、
元
豊
元
年
六
月
辛
酉
の
僚
に
よ
る
と
、
低
少

課
額
場
務
の
監
首
官
配
置
扶
態
が
賢
範
に
見
ら
れ
る
。
即
ち
、

詔
、
治
州
清
池
・
莫
州
任
郎
・
覇
州
文
安
大
城
・
秦
州
成
紀
臨
域

清
水
・
延
州
府
施
延
長
延
川
・
慶
州
安
化
合
水
・
全
州
清
湘
濯
陽

・
部
州
都
陽
武
岡
・
謹
州
石
門
慈
利
十
八
鯨
、
自
今
委
三
班
院
選

差
使
臣
震
尉
、
其
奮
係
使
臣
監
首
閥
、
遺
流
内
鐙
差
注
。

と
あ
る
記
事
で
あ
る
。
此
等
十
八
鯨
の
場
務
の
種
類
は
、
た
だ

「監

首
闘
」
と
あ
る
だ
け
な
の
で
、
此
の
記
事
か
ら
は
監
首
官
の
種
類
は

わ
か
ら
な
い
が
、

と
も
か
く
鯨
の
治
所
の
場
務
に
も
三
班
使
臣
の
監

首
官
や
流
内
鐙
で
差
注
さ
れ
る
幕
職
官
・
州
豚
官
な
ど
の
監
嘗
官
が

庚
く
配
置
さ
れ
て
い
る
事
が
知
ら
れ
る
。
此
等
十
八
廓
の
商
税
場
務

課
額
の
中
か
ら
、
統
計
に
棋
け
て
い
る
慶
州
の
二
鯨
と
州
治
の
所
在

す
る
街
郭
鯨
と
を
除
く
八
廓
の
課
額
を
示
す
と
、
大
域
防
牌
二
、

O
九

八
、
臨
城
牒
三
、
六
一
三
、

延
長
牒
ニ
二

清
水
牒
二
、
二
三
六
、

O
、
延
川
蘇
六
入
玉
、
武
岡
鯨
三
、

二
O
四
、
石
門
蘇
二
、

九
O
四
、

慈
利
鯨
三
、
九

O
五
貫
で
あ
る
。
監
嘗
官
の
配
置
さ
れ
て
い
た
牒
治

商
税
場
務
の
課
額
は
、
二
千
貫
乃
至
三
千
貫
程
度
が
普
通
で
、
中
に

.
は
延
長
牒
・
延
川
蘇
の
よ
う
に
千
貫
に
も
遂
せ
ぬ
低
少
な
課
額
の
も

の
も
あ
っ
た
事
が
知
ら
れ
る
。
而
も
特
に
留
意
す
べ
き
は
、
宋
舎
要

の
此
の
商
税
統
計
は
照
寧
十
年
統
計
で
あ
っ

て
、
長
編
の
此
の
記
事

の
年
次
の
元
盟
元
年
と
は
僅
に
一
年
の
聞
き
し
か
な
く
、
課
額
と
監

嘗
官
配
置
と
の
封
比
閥
係
が
極
め
て
密
接
で
あ
る
貼
で
九
。
。

以
上
述
べ
て
来
た
よ
う
な
監
嘗
官
配
置
吠
態
を
通
観
し
て
来
る

一72-

と

監
嘗
官
は
通
説
に
見
え
る

三
高
貫
以
上
場
務
ど
こ
ろ
で
は
な

く
、
千
貫
前
後
の
低
少
課
額
か
ら
以
上
の
場
務
に
は
、
慶
範
に
配
置

さ
れ
て
い
る
事
が
見
出
さ
れ
た
と
思
う。

監
首
官
配
置
場
務
の
最
低

課
額
は
、

更
に
低
少
な
五
百
貫
程
度
で
は
な
い
か
と
の
感
さ
え
深

し、。

課
額
五
百
貫
以
上
の
場
務
に
も
、

そ
の
大
部
分
に
監
嘗
官
が

配
置
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
結
論
づ
け
出
来
る
組
好
の
資
料
が
あ

る
。
そ
れ
を
最
後
に
掲
げ
る
と
、
宋
曾
要
食
貨
五
回
諸
州
倉
庫
、
天

聖
四
年
正
月
の
僚
に
、

三
司
言
、

「
逐
路
轄
運
司
相
度
轄
州
軍
外
鎮
道
庖
商
税
場

近
救
、

務
課
利
、
年
額
不
及
千
貫
至
五
百
貫
以
下
慮
、
許
依
快
西
轄
運
司



具
有
無
妨
硬
詣
買
事
吠
申
奏
」
、
内
河
東
轄
運

司
相
度
「
別
無
妨
礎
」
、
慶
南
西
・
荊
湖
南
北
・
梓
州
・
江
南
東

西
・
河
北
・
雨
漸
路
輔
運
司
相
度
到
事
理
、
除
「
乞
依
欝
施
行
」

外
、
有
利
州
襲
州
路
碍
運
司
相
度
到
「
轄
下
州
軍
管
界
銀
務
道
庖

商
税
場
務
課
利
年
額
不
及
千
貫
至
五
百
貫
己
下
慮
許
人
認
定
年
額

欲
依
逐
路
轄
運

階
事
童
瞳
例
施
行
、

買
撲
更
不
差
官
監
管
別
無
妨
硬
」
、

司
所
陳
事
理
施
行
、
従
之
。

省
司
君
詳
、

と
あ
る
記
事
で
あ
る
。
此
の
記
事
は
、
全
国
に
置
か
れ
た
商
税
場
務

の
中
で
、
特
に
そ
の
課
額
が
「
千
貫
よ
り
五
百
貫
に
至
る
ま
で
の
も

の
に
及
ば
ざ
る
よ
り
以
下
の
庭
じ
即
ち
五
百
貫
未
満
の
商
税
場
務
の

管
理
法
を
ど
う
す
る
か
に
つ
い
て

こ
れ
に
よ
る
と
、

劃

一
的
に
論
じ
た
も
の
で
あ

利
州
路
・
嬰
州
路
の
五
百
貫
未
満
商
税
場

務
は
原
則
と
し
て
買
撲
法
に
よ
る
民
営
に
任
さ
れ
た
こ
と
は
わ
か
る

が
、
慶
南
西
路
以
下
の
南
支
那
地
方
と
河
北
路
と
の
五
百
貫
未
満
商

税
場
務
の
管
理
は
「
依
奮
施
行
」
と
あ
る
だ
け
で
不
明
で
あ
り
、
快

る。西
路
・
河
東
路
の
五
百
貫
未
満
商
税
場
務
管
理
も
、
「
依
快
西
轄
運
司

墜
査
櫨
例
施
行
」
と
あ
る
だ
け
で
五
百
貫
未
満
で
も
監
首
官
を
置
い

た
よ
う
な
節
も
見
え
る
が
良
く
は
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
此
の
記
事
に
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見
え
る
三
地
域
の
商
税
場
務
管
理
法
を
通
じ
て
云
え
る
の
は
、

利
年
額
不
及
千
貫
至
五
百
貫
己
下
慮
、
許
人
認
定
年
額
買
撲
ト
更
不

差
官
監
管
」
の
句
か
ら
見
て
、
五
百
貫
未
満
場
務
の
上
に
位
置
す
る
千

貫
乃
至
五
百
貫
の
商
税
場
務
は
、
「
差
官
監
管
」
の
範
圏
内
に
あ
っ
た

の
が
明
ら
か
で
あ
る
事
で
あ
る
。
「
差
官
監
管
」
の
句
は
「
差
監
官
」

な
ら
文
句
な
く
監
首
官
を
配
置
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、

「
差
官
監
管
」
と
あ
る
以
上
、
若
干
そ
の
意
味
を
慎
重
に
取
っ
て
、
此

の
句
を
監
嘗
官
を
配
置
し
た
と
い
う
意
味
だ
け
に
限
定
せ
ず
、

そ
の

場
務
を
管
域
下
に
置
く
州
鯨
の
他
の
職
務
官
員
の
粂
職
監
督
の
意
味

を
も
含
め
て
差
支
え
な
い
。
と
も
か
く
、
五
百
貫
未
満
場
務
を
指
す
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震
に
、

わ
ざ
わ
ざ

「
不
及
千
貫
至
五
百
貫
以
下
慮
」
と
云
っ
て
い
る

五
百
貫
未
満
場
務
よ
り
一
段
階
上
に
は
「
不
及
千
貫
至
五
百

貫
」
の
場
務
群
が
お
っ

て
、
そ
の
場
務
群
に
は
又
そ
の
上
に
位
置
す

る
千
貫
以
上
場
務
と
は
若
干
異
る
管
理
法
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
此
の
記
事
は
商
税
場
務
の
場
合
で
あ
る
が
、
そ
の

千
貫
乃
至
五
百
貫
場
務
に
つ
い
て
は
同
様

の
は
、

他
の
場
務
の
場
合
で
も
、

の
管
理
法
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る。

此
の
記
事
の
天
聖
四
年
と

い
う
時
期
は
、

監
嘗
官
配
置
の
普
及
に

つ
い
て
は
重
要
且
つ
微
妙
な

--， 
課

年
代
で
、
此
の
記
事
の
内
容
は
先
に
掲
げ
た
宋
禽
要
食
貨
二
O
、
天

聖
五
年
五
月
の
記
事
や
、
長
編
巻

一
O
六
、
天
聖
六
年
十
月
甲
成
の
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記
事
の
内
容
と
は
、
監
首
官
配
置
の
普
及
度
に
つ
い
て
若
干
ズ
レ
が

ひ
ど
レ
よ
う
に
見
え
る
が
、
質
は
此
の
記
事
に
見
え
る
よ
う
に
千
貫

，
以
上
場
務
に
は
確
か
に
監
首
官
配
置
が
普
及
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、

天
聖
五
年
五
月
の
記
事
に
見
え
る
よ
う
に
、
植
大
理
少
卿
公
事
董

希
顔
か
ら
「
河
北
州
府
鯨
銀
酒
税
務
、
各
有
京
朝
官
使
臣
監
嘗
外
、

韓
運
司
更
差
諸
慮
得
替
見
任
幕
職
官
等
、
比
較
侵
刻
民
利
、
於
理
不

同

便
、
詔
罷
之
」
と
監
首
官
配
置
の
徹
底
普
及
に
謝
し
て
反
封
論
が
出

叉
天
聖
六
年
十
月
の
記
事
に
見
え
る
よ
う
に
、
河
北

時
運
使
か
ら
は
贋
範
な
監
首
官
配
置
韓
制
を
引
き
締
め
る
震
に
三
千

た
の
で
あ
り
、

貫
以
上
場
務
に
は
三
班
使
臣
を
配
置
し
た
い
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
董
希
顔
の
監
首
官
配
置
普
及
に
封
す
る
反
封

論
が
出
た
か
ら
と
て
、
三
千
貫
未
満
千
貫
以
上
程
度
の
小
場
務
監
首

官
の
配
置
普
及
が
停
止
さ
れ
た
と
は
到
底
考
え
難
い
事
は
、
千
貫
未

満
五
百
貫
以
上
場
務
に
も
「
差
官
監
管
」
と
て
監
首
官
を
配
置
し
得

る
管
理
法
が
既
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
そ
の
後
の
低
少
課
額

場
務
監
嘗
官
配
置
の
貫
際
を
示
す
記
事
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
所
で
あ

る
。
千
貫
以
上
場
務
に
監
嘗
官
の
配
置
が
普
及
す
る
と
、
遠
か
ら
ず

千
貫
未
満
五
百
貫
以
上
場
務
も
「
差
官
監
管
」
の
管
理
法
よ
り
監
嘗

官
を
常
置
す
る
確
貫
な
管
理
樺
制
に
進
む
の
が
、
財
政
政
策
の
進
展

か
ら
見
て
も
嘗
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。
だ
か
ら
、
そ
の
後
の
監
嘗
官
配

置
は
、
課
額
千
貫
を
割
る
五
百
貫
程
度
の
場
務
に
も
多
く
見
ら
れ
る

こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
「
不
及
千
貫
至
五
百
貫
」

程
度
の
課
額
の
場
務
と
は
、
監
嘗
官
配
置
場
務
の
最
下
限
で
あ
る
事

が
知
ら
れ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
北
宋
盛
時
の
監
嘗
官
は
、
上
は
三
蔦
貫
以
上

の
E
大
場
務
か
ら、

下
は
課
額
最
低
五
百
貫
程
度
の
低
少
場
務
に
至

る
ま
で
、
隅
な
く
配
置
さ
れ
て
い
た
事
が
考
謹
さ
れ
た
と
思
う。

此

の
様
な
康
範
な
監
嘗
官
配
置
に
嘗
つ
て
は
、
場
務
の
大
小
に
よ
る
重

要
度
の
相
違
か
ら
、
三
官
同
貫
以
上
場
務
と
か
一
高
貫
以
上
場
務
と
か
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一
高
貫
未
満
場
務
と
か
の
段
階
が
あ
り
、
重
要
場
務
に
は
高
級
京
朝

官
や
高
級
武
官
を
配
置
し
、
中
等
場
務
に
は
下
級
京
官
や
高
級
三
班

使
臣
等
を
配
置
し
、
下
等
場
務
に
は
下
級
三
班
使
臣
や
幕
職
官

・
州

鯨
官
を
配
置
す
る
鰻
制
が
出
来
た
。

三
班
使
臣
以
上
の
官
員
に
は
、

俸
織
の
外
に
職
務
給
で
あ
る
添
支
が
支
給
さ
れ
て
、
比
較
的
給
興
が

多
い
が
、
幕
職
官

・
州
豚
官
や
流
外
官
に
至
っ
て
は
添
支
の
規
定
が

無
く
給
興
が
少
い
の
で
、
五
百
貫
程
度
の
低
少
課
額
場
務
に
監
嘗
官

と
し
て
配
置
し
て
も
、
人
件
費
が
比
較
的
負
掘
に
な
ら
ぬ
の
で
、
か

く
も
低
少
諜
額
場
務
に
も
調
密
に
監
嘗
官
を
配
置
す
る
事
が
可
能
で



あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
之
最
後
に
、
監
首
官
が
配
置
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
五
百
貫

以
上
場
務
を
封
象
と
し
て
統
計
的
結
論
を
出
す
と
、
初
に
私
見
を
述

べ
た
よ
う
に
、
北
宋
盛
時
の
照
寧
元
豊
年
聞
の
前
後
で
は
、
宋
禽
要

輯
稿
食
貨
の
諸
統
計
に
見
え
る
全
園
約
二
千
地
貼
の
都
市
の
中
、
そ

の
八
割
約
千
六
百
地
黙
の
都
市

の
官
管
場
務
に
監
嘗
官
が
配
置
さ
れ

て
い
た
と
い
う
結
論
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
正
式
官
員
で
あ
る
監
嘗

官
の
此
の
よ
う
な
配
置
の
慶
範
且
つ
調
密
な
事

は
、
そ
の
場
務
経
営

に
参
興
す
る
吏
人

・
街
前
の
職
役
人
と
の
閥
係
や
、
場
務
と
何
等
か

の
商
業
的
繋
り
を
持
つ
商
人
と
の
閥
係
に
於
い
て
、
注
目
す
べ
き
意

味
を
も
有
す
る
の
で
あ
る
。
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川
幸
徹
「
北
宋
の
過
税
制
度
L

(

史
淵
第
八
三
穏
)
参
照
。

ω幸
徹
「
北
宋
時
代
の
官
管
場
務
に
お
け
る
監
笛
宮
に
つ
い
て
」
(
東
方
翠

第
二
十
七
絹
)
参
照
。

ω幸
徹
「
北
宋
時
代
に
於
け
る
監
省
官
の
地
位
」

(
東
洋
史
翠
第
二
六
輯
)

参
照
。

ω宋
曾
要
縞
稿
食
貨
の
懸

・
酒
麹
・
商
税
の
各
統
計
に
見
え
る
場
務
放
で
あ

ヲ

O

。

川

W
先
掲
「
北
宋
時
代
の
官
僚
場
務
に
お
け
る
監
笛
官
に
つ
い
て
」
参
照
。

刷
宋
婦
「
宋
史
研
究
論
叢
」
申
の
「
宋
代
的
商
税
網
」
参
照
。

川
原
文
に
「
小
吏
臣
」
と
あ
る
の
は
、

「
小
使
臣
」
が
正
し
い
。

ω原
文
に
は
コ
ニ
月
」
と
あ
る
が
、

「
六
月
」
が
正
し
い
。

削
先
掲
「
北
宋
時
代
に
於
げ
る
監
省
官
の
地
位
」
参
照
。

側
此
の
記
事
の
意
味
内
容
は
後
述
す
る
。

ω給
の
字
は
、

原
典
よ
り
引
用
句
諭
す
る
際
の
誤
り
で
不
要
で
あ
る
。

倒
落
職
宮
に
は
質
職
を
州
艇
に
有
す
る
も
の
と
、
質
臓
を
州
艇
に
有
き
ず
路

の
長
官
で
あ
る
持
運
使
の
命
令
に
よ
っ
て
種
々
の
職
務
に
つ
く
も
の
と
が

あ
っ
た
。
爾
者
は
合
せ
て
州
毎
に
定
員
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、

昨皿
省
官

の
職
務
に

つ
く
幕
職
官
は
勿
論
後
者
で
あ
る
。
長
編
谷
九
五
、
天
一時
四
年

正
月
丙
子
の
記
事
等
参
照
。

同時鼠
箇
官
の
課
額
達
成
責
任
規
定
は
至
る
所
の
資
料
に
見
ら
れ
る
が
、

一
例

を
穆
げ
る
と
、

長
編
巻
一

一
一
明
道
元
年
十
月
乙
卵
の
雌
慨
に
、
「
詔
災
傷

州
軍
監
臨
官
燐
課
而
己
経
科
問
者
、
勿
以
篤
負
」
と
あ
る
記
事
が
あ
る
。

「
賞
罰
不
及
於
監
笛
」
な
ど
と
云
う
事
は
あ
り
得
な
い
。

帥
王
品
作
の
燕
箆
鈴
謀
録
の
記
事
に
は
、
こ
の
外
に
も
北
宋
の
資
料
や
事
情
に

う
と
く
て
誤
っ
た
解
稗
を
附
し
た
も
の
が
無
く
も
な
い
。
巻
三
、
「
設
法

費
酒
」
の
設
法
の
語
義
の
解
稗
の
如
き
も
そ
う
で
、
本
来
は
策
略
を
設
け

て
酒
を
費
る
意
味
を
、
四
四
墜
法
を
設
け
て
酒
を
費
る
の
意
に
曲
解
し
新
法

の
窓
口
を
言
っ
て
い
る
有
様
で
あ
る
。

同
周
藤
士
ロ
之
「
宋
朝
園
史
の
食
貨
士
山
と
宋
史
食
貨
土
砂
と
の
閥
係
」
(
東
洋
皐

報
第
四
十
三
巻
第
三
腕
〉
の
論
考
は
、
残
念
な
が
ら
ま
だ
此
の
記
事
の
考

登
に
は
及
ん
で
い
な
い
。

同
宋
曾
要
食
貨
二

O
に
似
た
記
事
が
あ
る
。

仰
原
文
に
暗
躍
と
あ
る
の
を
訂
正
。

附
迷
の
字
意
味
不
明
で
あ
る
六

p

、υ
弓
4
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側
原
文
に

「
銀
銭
」
と
あ
る
の
を
訂
正
e

側
馬
端
臨
は
文
献
通
考
巻
十
四
位
権
考
一
の
「
仁
宗
時
詔
一云
々
」
の
僚
に
於

い
て
、
此
の
記
事
の
意
味
を
誤
解
し
、
歳
課
が
倍
増
し
た
ら
監
省
官
も
増

員
す
る
と
の
意
味
に
と
っ
て
い
る
。

削
監
鋲
官
と
は
、
宋
禽
相
官
職
官
四
八
銀
将
に
、
哲
宗
正
史
職
官
志
を
引
い

て
、
「
諮
銀
監
官
、
掌
枇
首
選
盗
繕
及
煙
火
之
禁
、
粂
征
税
権
酷
則
掌
其
出

納
曾
引
引」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
官
員
で
あ
る
。

倒
此
の
外
に
も
、
千
賀
未
満
場
務
に
し
て
監
常
官
が
配
置
さ
れ
て
い
た
例

を
、
一
感
目
に
止
ま
っ
た
も
の
だ
け
集
録
す
る
と
左
表
の
通
り
。
作
表
の

都
合
を
考
え
て
出
典
は
各
政
を
示
す
だ
け
に
止
め
た
。
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二l六 j八

倒
「
詔
儲
之
」
と
あ
る
記
事
は
、
寅
際
に
天
子
が
詔
を
愛
し
て
罷
め
さ
せ
た

意
味
で
は
な
く
て
、
整
希
顔
自
身
が
詔
を
穫
し
て
之
を
寵
め
さ
せ
ま
し
ょ

う
と
上
言
し
た
意
味
に
と
る
の
が
安
舘
で
あ
ろ
う
。
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